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［要旨］

　市町村保健センターにおける子育て相談業務の運営実態や関係機関との連携状況、子ども虐待・ネグレクトに対す

る対応・考え方、子育て支援における今後の市町村保健センターの機能やあり方について、関東甲信越地区の全市町

村保健センター669か所に対して質問紙調査を行った。429か所、64．1％から回答があり、センターの運営、相談活動

の実態を明らかにすることができた。

　特に、市町村保健センターにおいては健康診査業務が大きな位置づけを占めており、これを核としながら子育て支

援の糸口をっかもうとしている様子が読みとれた。今後の方向としても、健康診査業務の外部委託化を進めるべきと

の意見は少数であり、健康診査業務を契機として、子育て不安や育児ストレスなどの親への育児支援を強化していく

べきとの意見が多かった。

　その結果、今後の市町村保健センターが担う子ども家庭相談体制上の機能は、福祉部局との連携を図りながら一次

的予防に軸足をおいた母子保健本来のアプローチの継続であると要約される。深刻化した狭義の児童福祉二一ズヘの

対応能力を高めることよりも、地域保健本来のヘルス・プロモーションの視点に依拠した役割を分担していきなが

ら、児童相談所等の子ども家庭福祉相談の専門機関とのネットワークを構築していく方向性が示唆された。

［見出し語］：　市町村保健センター、子育て相談、保健師、子ども虐待・ネグレクト、子ども家庭相談体制

［Abstract］

　　　An　analysis　of　Municipal　Health　Centers　Operatoins　and　Chi　ld　and　Fami　ly　Consu　ltation　Services

　　　　　　　　　　　　　　　Reiho　KASHIWAME，　Mami　YAMAM（〕TO，　Mari　OGI，　Wakako　TANIGUCHI，　Kayoko　ITO，

　　　　　　　　　　　　　　　Yukio　SHINBO，　Shigeo　HAYASHI，　Shigekazu　NAKATANI，　Kazuko　KUBOTA

　　A　questionnaire　survey　was　carried　out　on　669　municipal　health　centers　in　the　Kanto－Koshinetsu　area

in　order　to　determine　the　state　of　their　chi　ld　rear　ing　counsel　ing　Po　l　icies．　Of　the　669　centers　po　l　led，

429　centers　responded　（a　rate　of　64．1　％）．

　　Health　check－ups　are　an　important　function　of　municipal　health　centers　and　provide　the　start　ing

point　for　further　supPort　to　those　in　need．　There　is　a　very　l　ow　possibi　l　ity　that　such　a　vital　service

will　be　entrusted　to　the　private　sector　in　the　near　future，　and　it　is　likely　that　this　policy　of

detecting　such　problems　as　chi　ld　abuse　at　health　check－ups　wi　l　l　continue　to　be　reinforced．

　　In　conclusion，　the　function　of　municipal　health　centers　with　regards　to　child　and　family

consul　tati　on　i　s　to　provide　the　primary　apProach　by　consul　ting　with　the　rel　evant　wel　fare　divi　si　ons，

which　is　in　fact　a　continuation　of　the　　original　maternal　and　child　health　apProach．　Instead　of

concentrating　on　chi　ld　welfare　needs　in　the　narrow　sense，　municipal　health　centers　wi　l　l　attempt　to

bui　l　d　up　a　network　of　specia　l　i　zed　chi　l　d　and　fami　ly　consu　l　tation　servi　ces，　based　on　thei　r　origina　l

concept　of　”Health　Promotion．

［Key　Wordsl　Municipal　Health　Center，　Chi　ldcare　SupPort　Services，　Publ　ic　Health　Nurse，

　　　　　　Chi　ld　Abuse　＆Neglect，　Chi　ld　and　Fami　ly　Consultation
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1　研究目的

　本研究は、3か年にわたるr子ども家庭相談体制のあ

り方に関する研究」の2年目にあたる。本研究では、

1年目に報告した市町村保健センターに関する文献調査

と5か所の市町村保健センターのヒアリング結果に基づ

き、市町村保健センターの子ども家庭相談活動の実態と

意識を把握することを目的として質問紙調査を行った。

　研究班では、これまで、児童相談所、福祉事務所（家

庭児童相談室）、地域子育て支援センターの運営ならび

に相談活動分析を行ってきたが、これに併せて、総合的

な子ども家庭福祉相談体制のあり方について考えるた

め、今回は市町村保健センターの相談体制について調査

を行った。その理由として、これまでの検討の結果、市

町村レベルにおいて子ども家庭保健福祉に関する相談援

助体制を検討するためには、福祉関係機関のみならず市

町村保健センターの運営ならびに子ども家庭相談の実情

把握が必要であることが指摘されたからである。

　また、昨年度の調査において、市町村保健センターの

位置づけ市町村により異なっていることもあり、地域に

おける子ども家庭相談の一律的な体制を提示することが

必ずしも妥当ではないことも理解された。特に、子ども

虐待防止ネットワークや子育て支援ネットワーク等の横

断的組織・機関による連携の有無や程度によって、市町

村保健センターの役割も異なっていることが示唆され

た。また、センターの活動内容は、自治体におけるセン

ターの位置づけのほか、センターの組織体制によっても

違いがあることが示唆された。

　このような昨年度の調査結果を検証し、地域における

子ども家庭相談体制における市町村保健センターのあり

方を考えるための基礎資料を得ることを目的として実態

調査を実施した。

II研究方法

1．研究の女橡

　社団法人全国保健センター連合会発行のr平成12年度

版全国保健センター要覧」から、関東甲信越地区の市町

村保健センター669か所を抽出した。これには、市町村

保健センターとして地域保健法に規定されているもの以

外のものも含まれており、例えば市町村保健センターと

いう位置づけではないが、母子保健業務を行う人員・場

所を提供しており、市町村保健センター同様に活動を

行っているところや、センターとしての運営予算をもた

ないところ等が含まれている。

　市町村保健センターとは、地域保健法第18条に規定さ

れているとおり、地域住民に身近な対人保健サービスを

行う拠点として整備されている施設である。市町村レベ

ルにおける健康づくりを推進するための地域保健業務も

進めている。っまり、市町村保健センターは住民の一次

的な対人保健サービス施設として位置づけられており、

全国に2，228か所のセンターが設置されている。

　なお、市町村保健センターはいわゆる行政機関ではな

い。その意味では市町村保健センターの母子保健・子ど

も家庭相談の機能について考察することは、市町村にお

ける母子保健部門の子ども家庭相談体制上の役割・機能

を考察することにほかならないことに留意することが必

要である。

2．実態調査について

（1）調査方法及び回収結果

　抽出した市町村保健センターに対し、平成13年10月に

質問紙による調査票を郵送配布し、郵送回収した。配布

数並びに回収数、回収率は以下のとおりであった。

配布数　　　669件
回収数　　　　430件

有効回収数　　429件

回収率　　　　64．3％

有効回収率　　64．1％

（2）調査項目

　調査項目は、市町村保健センターの運営実態と子育て

相談に関する母子保健関係業務への取り組み実態を把握

することを目的に作成した。その際、　（社）全国保健セ

ンター連合会・（財）地域社会振興財団地域社会健康科

学研究所保健科学学研究部門が実施した「平成12年度市

町村保健センター及び類似施設基礎調査、保健福祉活動

の現状と課題に関する全国実態調査」と、厚生労働省が

全国市町村に対して実施しているr保健婦・士活動調

査」の調査項目を参考とした。

　また、相談機関ごとの特性を把握することが本研究の

目的でもあるため、児童相談所調査や家庭児童相談室調

査結果と比較・分析分析できるよう、児童福祉実施体制

についての項目は、過去の先行研究と同様の項目を使用

した。その他、平成13年度こども未来財団委託調査r子

育て支援ネットワークに関する調査研究事業」において

柏女らが実施した全国の市における子育て支援ネット

ワークの実態に関する調査についても参考とした。

　主な調査項目は、報告末に掲載した参考資料r市町村

保健センターの運営と子育て相談に関する実態調査票」
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を参照されたい。

皿研究結果

1．市町村保健センターの属性

　本調査に回答した施設の名称は、r保健センター」が

57．8％で最も多く、次いで「保健福祉センター」の1L7％

であった（表1）。回答者の所属部署は、　r保健福祉

課」が16．1％で最も多く、次いでr保健センター」（10．

5％）であった（表2）。

　回答者職名はrN．A」とrその他」で5割を占めてお

り、本調査では職名による分析は不可能であった（表

3）。しかし、回答者の職種では、r保健婦」が87．9％

を占め、r事務職」の回答は6．5％にすぎなかった（表

4）。このように、本調査は現場で働く保健婦（士）に

よる回答であり、行政的な位置づけについては再確認を

要する部分があるといえる。

　回答した市町村保健センターが存在する自治体の人口

規模をみると、r2万人以上5万人未満」のところが

2L9％と最も多く、次いでr1万人以上2万人未満」の

19。6％であった。また、r叫姉・保健所政令市」が3．

0％、　r政令指定都市」がL2％、r特別区」が2．8％であっ

た（表5）。

2．市町村保健センターの概要

（1）組織形態・業務管轄部署

市町村保健センターの業務管轄部署は、r保健部門」

が42．4％で最も多く、次いで「保健・福祉部門」の35．4％

であった。福祉との統合部署によって管轄されていると

ころと、そうでないところでは業務内容や活動範囲に差

があることがうかがえたものの、統計的有意差が得られ

る違いはなかった（表6）。

　市町村保健センターの組織形態は、r単独」によるも

のが65．5％と最も多く、r福祉部門との統合」は20．7％で

あった。表6でみたとおり、統括部署では、r保健・福

祉部門」の管轄となっているセンターが35．6％であった

のに対し、組織形態としては独立が多くなっており、実

際の日常業務上の組織と統轄体制に違いがあることがわ

かった。このことは、センターの立地（設置場所）の問

題とともに、昨年度のヒアリング調査においても指摘さ

れており、両部門が日常的に顔を合わせで清報を共有で

きる組織形態の重要性について検討する余地があること

が示唆される（表7）。

（2）立地条件・建物の形態・周辺地域の槻兄

　センターの立地（駅からの距離）をみると、r最寄り

駅の交通機関から徒歩10分以内」にあるものが69．7％、

r最寄り駅の交通機関から徒歩10分以上」が28．0％で、

約7割が比較的アクセスしやすい場所に立地しているこ

とがわかった（表8－1）。

　センターの周辺地域は、　r住宅地域」が50．6％と半数

を占めており、次いでr農業地域」が28．0％、r商業地

域」が18．6％であった（表8－2）。建物の形態は、r独立

建て」が51．5％と半分以上を占め、r公共施設との合築

・併設」は35．7％であった。その他にはr本庁庁舎の一

部」（4．7％）等がみられた（表8－3）。

（3）専門職員の有無、人数、対人口人員

　保健センターにおける母子保健・子育て相談業務に関

わる専門職員についてみると、配置割合が最も高いのは

r保健婦（士）」で98．6％であったが、保健婦（士）を

置いていないところも3か所あった。次いで、配置割合

が高いのはr栄養士」の81．4％で、次にr事務職員」の

62．5％であった。

　そのうち常勤職員についてみると、r保健婦（士）」

が61．0％で、他の専門職員よりも常勤雇用の割合が高

かった。　r保健婦（士）」は、r兼務」、　r非常勤」も

他職種より相対的に多く、保健センターの中核専門職と

して多様な雇用形態で勤務していることが明らかになっ

た。

　一方、常勤と非常勤の差が最も多いのは、r臨床心理

士」、r助産婦」、r医師」の順であった。職員がいな

い割合が最も高いのは、r臨床心理士」、r保育士」、

「医師」の順であった。

　また、保健婦（士）一人当たりの人口はrlOOO人未

満」からr20000人以上」まで幅があるが、最も多いの

はr2000人」、r4000人」で、いずれも9。8％であった。

ただし、この回答には、保健婦（士）以外で母子保健・

子育て支援相談を担当している者の数も含まれている可

能性があることに留意する必要がある（表9－1～
9－11）。

（4）健診業務の実施状況

健康診査の業務の実施状況をみると、　r直営実施」の

割合が最も高いのはr3歳児健診」の93．9％であり、次

いでr1歳6か月児健診」の90．2％であった。r3か月

児健診」やr乳児健診」は、他の健診業務に比べr未実

施」割合が高かったため、委託の状況を正確に把握する

ことはできなかった。

　法定健診であるr1歳6か月児健診」とr3歳児健
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診」でr部分委託」の状況を比べてみると、r1歳6か

月児健診」の方が若干ではあるが、部分委託、全委託と

もに割合が高かった。また、質問項目にあげた4つの健

診以外にrその他の健診」を実施していると回答したと

ころは47．8％で、約半数が独自の健診を実施しているこ

とがわかった。そのうち、最も多く挙げられていたのが

r2歳児健診」であった（表10－1，2）。

　健診業務の委託についての考え方は、82．3％がr健診

業務を行うことによって家庭の子育てや子どもの育ちの

状況がわかるため、これ以上（今後も）委託する予定は

ない」という回答であった。

　昨年度のヒアリング調査においては、健診業務の委託

を進めることによるメリットを挙げる例がみられたが、

本年度の実態調査では、r健診業務負担を軽減すること

で、地域のフィールドワークの時間を確保することがで

きるため、できるだけ委託する方向にある」と回答した

ところは、3．0％（13件）に過ぎなかった。これは、委託の

方が費用がかかるため、予算補助割合の高い法定健診

は、財政的な事情から直営を選択するという意図が背景

にあることも考慮する必要がある（表11）。

3．子育て相談業務の運営状況

（1）相談総合窓口について

　センター設置の当該自治体における子育て相談を含む

総合相談窓口設置の有無についてみると、r設置してい

る」ところが50．1％、　「設置していない」ところが48．0％

であった。「設置している」と回答したところに対し、

その設置場所について尋ねたところ、r保健センター

内」にあると回答したところが64．2％と最も高く、次い

で「その他」の15．8％であった。rその他」の内訳とし

て最も多かったのはr市役所」であった。総合相談窓口

で対応する職員の職種は、r保健婦（士）」が8L9％と

最も高かった（表12－2，3）。

（2）子育て相談実施槻兄

　子育て相談実施の頻度を、r来所相談」、r面接相

談」、　r電話相談」の別ごとにみると、　r来所相談」は

r開催日を決めている」のが45．7％と高いが、r随時」

による相談も43．8％が行っていることがわかった。「開

催日を決めている」ところでは、月1回（38．8％）、2回

（21．9％）が多く、週2回以上行っているところは2割に

満たなかった（表13－1－1，2）。

　「面接相談（家庭訪問も含む）」では、「随時」によ

るものが93．0％と圧倒的に高かった。同じくr開催日を

決めている」ところでは、月1回（37．5％）、2回（25．0％）

が約6割程度であった（表13－2－1，2）。次にr電話相

談」の状況をみると、これもr随時」が93．7％と最も高

かった。しかし、r開催日を決めている」場合も、週

2回以上の開催が半数、週1回を加えると8割が実施し

ており、他の相談形式とは異なり開催頻度が高かった
（表13－3－1，2）。

　次に、家庭訪問、電話相談、来所相談の3っの相談形

態を挙げてそれらの業務量をたずねたところ、来所相談

の割合が38．2％でもっとも高かったものの、他の割合も

大きな違いはなく、全体としてバランスのとれた結果で

あった（表14）。

（3）講座回数

　平成12年度の1年間におけるr親子を対象とした各種

講座（育児講座・育児グループ等）」の開催回数は

r5回未満」からr100回以上」の幅で回答があった

が、最高では242回という回答があった。最も多い割合

を占めたのはr10回以上」（17．0％）で、月に1回のペー

スで開催していると考えられる。しかし、保健センター

の業務状況では、定期的開催ではなく、一定期問内に集

中して開催するという形式をとるセンターもあり、平均

してもあまり意味がないとも考えられた（表15）。

（4）スーパービジョンの体制

　スーパービジョンの体制は「随時行っている」が33．

1％と最も多く、次いで「同僚保健婦（士）同士で行う」

の31．7％であった。しかし、この質問のrスーパービ

ジョン」の解釈が回答者によって異なっており、セン

ター外部職員を招いてのケース検討的なものも併せて回

答していることがうかがえた（表16）。

（5）相談経路

　センターに持ち込まれる相談経路のうち多いのは「保

護者」によるもので、96．7％に上った。次いでr保育

所」からの相談が37．5％、r福祉事務所（家庭児童相談

室）」からが14．7％であった。

同じ就学削瞳を女橡としているr幼稚園」カ・らの相

談は0．9％と大変低く、同じくr教育委員会・教育相談

室」も保健センターとの連携があまりないことがうかが

える結果となった。これは、福祉施設である保育所の方

がセンターとの協力に対して抵抗が少ないこと、福祉と

保健の連携の方が教育と保健との連携よりも行いやすい

こと等が理由と考えられる（表17）。

（6）ネ目談1対象鰯冷
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相談文橡となる子どものうち最も多い年齢層はr低年

齢児（O～2歳）」で、97．0％であった。次いでr幼児

（3～6歳）」の86。0％で、他の年齢層については殆ど

対象としていなかった（表18）。

（7）相談回数

面接相談及び電話相談において1事例当たりの相談に

要する回数をみると、r助言や他機関の紹介等だいたい

1～2回の相談で終わる」ものが70．6％を占めていた。

次いでr3～4回の相談で終わる」の15．6％であった

（表19）。

（8）相談主訴

センターが受け付けている相談のうち、主訴として最

も多いものはr発育・発達」に関するもので、62．9％を

占めた。そのほかの主訴への分散はほとんどなく、r子

育て不安・育児ストレス」、r健康・医学的問題」がそ

れぞれ1割程度あったに止まっていた（表20）。

4．保健婦（士）の体制

（1）役割分担

母子保健・子育て相談に関する継続ケースの担当にお

ける保健婦（士）の役割にっいては、r地域担当の保健

婦が受け持つ」とする地区担当制をとっているところが

75．1％と最も多かった。r個別問題に応じて、担当保健

婦が受け持つ」というところは11．9％に止まっており、

保健婦に固有なアプローチである地域住民に対する継続

的支援体制をとっているところが多かった。

　特に継続ケースの場合は、問題が複層的に絡み合って

いる場合があり、個別問題ごとに対応していては適切な

ケアに結びつかない場合があり、地区担当が継続的にか

かわることによって、総合的な解決が得られるというメ

リットがあるといえよう（表21）。

（2）業務配分

母子保健業務における地区担当保健婦の通常の一ヶ月

間における業務時間配分を考えたときに最も関わる時間

が多いもの上位3っを挙げてもらったところ、第一位は

r健診業務jで49．9％、次いでr相談・面接（家庭訪問

を含む）」の24．9％であった。第二位はr相談・面接

（家庭訪問を含む）」が35．7％で最も高かった。第三位

はr指導・相談の計画、準備等に関わる業務」の20。3％

であった（表22）。

　第一位に3点、第二位に2点、第三位に1点としてポ

イント計算すると、最も時間数が多く割かれている業務

は「健診業務」で、次いで「相談・面接（家庭訪問を含

む）」、r指導・相談の計画、準備などに関わる業務」

の順であった（図1）。

5．地域関連機関との連携

（1）現在の連携槻兄

市町村保健センターにおいて、子育て相談活動を充実

していくために今後特に強化が必要と考える連携先とし

て最も多く挙げられたのがr福祉部局・機関」で、59．

9％であった。次いで、「教育部局・機関」の32．4％で

あった。保健と福祉の連携が求められ、取り組まれて久

しいが、子育て相談活動においてはさらなる連携の必要

があると考えられていることがうかがえる（表23）。

（2）今後の連携

市町村保健センターと地域の関係機関との連携に関し

て、r行政機関」と「施設」それぞれについて、rよく

連携協力しているもの」とrほとんど関わりのないも

の」について挙げてもらった。

　まず、行政機関についてみると、rよく連携協力して

いるもの」として最も多かったのはr児童相談所」（78．

6％）とr福祉事務所（家庭児童相談室）」（66．9％）であっ

た。次いでr教育委員会・教育相談室」の53．8％、rそ

の他」22．1％の順であった。rその他」には、県などの

保健所が多く挙げられていた。

　先の相談経路では教育関係部局からの相談が少ないこ

とが明らかになったが、保健センターは日常的に障害児

の就学相談などで教育委員会と多くの連携をもっている

ことから、この問での回答はr関係性」の程度を示して

いるものとして読みとることが適当であろう。

　また、rほとんど関わりのないもの」として挙げられ

た行政機関としては、　r家庭裁判所」（85．5％）、r少年

サポー一トセンター」（64．3％）、r警察」（47．3％）、r婦人

相談所」（42．7％）の順であった。センターが子ども虐待

の事例に関わることはあっても被虐待児の法的措置には

あまり関係しないこともあり、司法関係の機関とは関わ

りが薄いという実態であった（表24）。

　次に、r施設」についてみると、rよく連携協力して

いるもの」として圧倒的に多く挙げられたのはr保育

所」で85．8％に上った。次に多かったのはr医療機関」

の52．0％であった。反対に「ほとんどかかわりのないも

の」としては、rいのちの電話等の電話相談」（75．

3％）、　r母子生活支援施設」（59．2％）、B瞳養護施設・

乳児院」（45．7％）と続いており、要保護児童関係の福祉

施設とは関係が薄いことが明らかになった。しかし、こ
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れらの施設は数が少なく地域偏在がみられるため、解釈

には注意を要する（表25）。

6。子ども虐待・ネグレクトヘの対応

（1）ケースヘの対応の状況

　子ども虐待・ネグレクト等のケースヘの対応状況につ

いて、通告、相談、他機関紹介の3つに分けて尋ねた。

その結果、通告、相談、他機関紹介ともに、頻度はrた

まにある」が最も多く、通告は40．3％、相談は51．5％、他

機関紹介は47．8％であった。「あまりない」の割合が一

番高いのは通告で35．0％であった。センターは、虐待・

ネグレクトのケースに関わることはあるものの、全体的

にみれば頻回ではないといえる（表26）。

（2）子ども虐待防止ネットワークの状況

　子ども虐待問題に対する相談を受ける中心として最も

多かったのはr児童福祉部局」の42．7％で、次いでr保

健部局」の35．4％であった。子ども虐待への対応の中心

部局はやや児童福祉部局が多いものの、保健部局や両者

が統合して対応するところもみられ、虐待問題は3瞳福

祉部局だけで解決できるものではなく、横断的な対応が

必要であるという理解も広がりつつあるようである（表

27）。

　子ども虐待防止ネットワークの有無をみると、rあ

る」と回答したものが24．7％、「ない」ところが73．7％で

あった。また、「ある」と回答したところに対して、

ネットワークの中心を担っている機関はどこか尋ねたと

ころ、最も多かったのはr児童福祉課」の48．1％で、次

いで「児童相談所」の24．5％であった。

　加えて、その子ども虐待防止ネットワークの中心と

なっている専門職をみると、r型瞳福祉司」の26．4％が

最も多かった。その次に多かったrその他」（23．6％）の

中で挙げられていたのは事務職、相談員などであった

が、r決まっていない」とするところもあり、ネット

ワークの機能が十分に果たされていないところもあるこ

とがうかがえる。それは、ネットワーク・ミーティング

の開催状況にも表れており、r開かない」と回答したと

ころも11．3％あった。しかし、「必ず開く」が13．2％、

rよく開く」が37．7％であり、約半数のところにおいて

ネットワークが実質的に機能していると読みとることが

できよう（表28－1～4）。

（3）保健センターの役割

子ども虐待・ネグレクトに対する保健センターの現在

の役割と今後の役割について尋ねた。現在の役割として

最も多かったのはr家庭訪問による家族支援」で、56．

2％に上った。次いでr予防・啓発・教育」（16．6％）、

r虐待・ネグレクトの発見・通告」（13．3％）の順であっ

た。

　今後の方向ではr予防・啓発・教育」が52．4％と最も

多く、次いで「ネットワーク・ミーティングのコーディ

ネート」が14．0％、r家庭訪問による家族支援」が1L

7％と続いた。rネットワーク・ミーティングのコー

ディネート」については、現在の役割と今後の方向の間

に大きなポイント差があり、これからの課題として認識

されていることがわかる。

　将来的な方向性としては、現在の役割として3番目に

多かったr虐待・ネグレクトの発見・通告」は6．8％に

止まっていた。また、現在の中心的役割のr家庭訪問に

よる家族支援」は今後減少し、現在は不十分な地位しか

与えられていないr予防・啓発・教育」は、今後、セン

ターの中心的役割となっていくであろうことが指摘され

ている。これは非常に興味深い結果であり、後の考察に

つなげていきたい（表29）。

7．今後の市町村保健センターのあり方

（1）窄目言炎分野

　今後の市町村保健センターのあり方を考えるに当た

り、①近年、顕著に相談件数が増加してきている分野、

②現在、センターが力を入れて取り組んでいる分野、③

今後、センターが取り組みを強化していく分野、の三つ

について該当する相談分野を挙げてもらった。

①近年、顕著に相談件数が増加している分野

　著しい増加をみせていると回答した割合は、r子育て

不安・育児ストレス」に関する相談が49．0％で、最も高

かった。その次に挙げられたのはr発育・発達」に関す

る相談であったが、その割合は13．1％に止まっており、

r子育て不安・育児ストレス」相談の多さが特徴的であ

る。

　3番目はr虐待・放任・放置に関する相談」の7．2％で

あった。これは、子育て不安や育児ストレスが高じ、深

刻化・重度化した事例への対応であろうと読みとれる。

②現在、力を入れて取り組んでいる分野

　これは、①のr近年、顕著に増加している分野」と同

様の結果となった。割合的には、その必要性を認識して

いることの表れであるのか、①よりもr子育て不安・育

児ストレス」を挙げる割合が7ポイントほど上昇してい
た。

③今後、取り組みを強化していく分野

　今後は、現在と同様に、「子育て不安・育児ストレ
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ス」関係の相談に力を入れていくべきであると考えてい

る割合が51．0％と最も高かった。それは、日常的に増加

しているという実態に速やかに対応する必要性があるこ

と、また、深刻化してしまうと、r虐待・放任・放置に

関する相談」という狭義の隻瞳福祉領域の問題に入り込

んでしまうという認識があるからであろう。予防を含む

早期段階での対応がセンター保健婦（士）の得意とする

ところであり、また求められる機能でもあるという認識

があることがうかがえる。

　次いでr思春期の性や精神保健に関する相談」も12．

1％と高くなっていた。これは、r健やか親子21」に勇点

課題として挙げられていることもあり、現状での取り組

みの低さと相侯って、今後の強化分野として挙げられて

いるのであろう（表30）。

（2）母子保健活動・子育て支援活動への評価

　現在の市町村保健センターによる母子保健活動や子育

て支援活動をどのように評価しているかにっいて尋ねた

ところ、r不十分なところはあるが、ある程度の成果を

あげている」と回答した割合が最も高く、66．7％であっ

た。次にr不十分な状態である」が16．3％、rなんとも

いえない」が7．7％と続いており、r本来の目的を果たし

ている」としたのは6．5％に止まった。

　これにより、保健センターでの母子保麟活動・子育て

支援活動は、老人や精神関係の業務とのバランスの中で

行われており、必ずしも満足できるものでないと当事者

自身も感じながら、日々業務を行っているという現状が

明らかになった（表31）。

（3）中心的機能

　子育てを地域で支援していくために必要な市町村保健

センターのr現在」の役割をみると、r子育てに関わる

情報提供機能」が33．8％で最も高く、次にr健診時など

における子ども虐待などの早期発見機能」（26．6％）、

r家庭訪問を中心とした家庭支援機能」（21．4％）が続い

た。

　r今後」の役割としては、r地域ネットワークの中核

機能」が50．6％と半数以上の支持を集めた。第2位の

r子育てに関わる情報提供機能」は16．3％、第3位の

r健診時などにおける子ども虐待などの早期発見機能」

も11．2％にすぎず、r現在」の役割として認識されてい

る業務が、今後、r地域ネットワークの中核機能」へと

シフトしていくことが、市町村保健センターが地域の子

育て支援活動として充実していく鍵であると：考えられて

いることがわかる。

　先の子ども虐待・ネグレクトヘの対応としてセンター

が担うべき機能（6．（3））の結果と併せてみると、この

場合の地域ネットワークの中核としての働きは、健診を

窓口とした一次的なレベルでの支援が中心であり、必ず

しも虐待対応を中心とするものではないといえるだろう

（表32）。

（4）地域子育て支援のために必要とされること

　子育てを地域で支援していくために市町村保健セン

ターに必要とされることとして、第1位として最も多く

挙げられたのが、r人材・人員の充実」の56．2％で、次

いでr福祉、教育部局との連携の強化」の34．7％であっ

た。第2位として多かったのは、r福祉、教育部局との

連携強化」（50．6％）、r人材、人員の充実」（23．8％）、

r研修の充実」（10．5％）であった。第3位としては、

r研修の充実」が32．2％で最も多く、次いでr都道府県

と区市町村及び保健、福祉、教育部門の役割分担の整

理」の28．4％であった。

　これらを第1位に3点、第2位に2点、第3位に1点

としてポイント計算すると、r人材・人員の充実」と

r福祉、教育部局との連携強化」が他項目を大きく引き

離して多かった（表33、図2）。

　また、子育てを地域で支援するために保健婦（士）に

求められる知識・技術としては、第1位はr母子保健に

関する知識・技術」が48．0％と半数近くを占め、次いで

rカウンセリングに関する知識・技術」の2L7％であっ

た。第2位は、rカウンセリングに関する知識・技術」

が26．3％で最も高く、次いでr発達心理等に関する知識

・技術」の21．9％であった。第3位は、r発達心理等に

関する知識・技術」が29．4％で最も高く、次いでrカウ

ンセリングに関する知識・技術」の22．4％であった。

　これらを第1位に3点、第2位に2点、第3位に1点

としてポイント計算すると、「母子保健に関する知識・

技術」が最も高く、次にrカウンセリング」、「発達心

理等」、r地域保健」、「ソーシャルワーク」、「医学

的知識」の順に並んだ。

　母子保健に関する知識・技術のさらなる習得が必要で

あるとの結果の背景には、現在の市町村保健センターで

働く中堅ベテラン保健婦（士）が母子保健活動ではな

く、介護や精神保健の方の業務を担っており、母子保健

活動の方は比較的若手の人材が充てられているという現

状もあると一部で指摘されている。また、子育て家庭が

抱える問題の変化や複雑化などによって、カウンセリン

グや発達心理等心理臨床系の知識の習得が必要となって

きているためといえるだろう（表34、図3）。
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8．今後の児童福祉行政のあり方

（1）児童福祉実施体制のあり方

全体として、市町村への権限移譲に対してはrどちら

とも言えない」という意見が多く、「適当である」と

r条件次第である」を加えた肯定的意見が多数を占めた

のは、r保育・健全育成施策のみ」とrひとり親家庭福

祉行政」についてであり、また、要保護う瞳分野につい

ては否定的見解が多くなっていた。

この項目は、児童相談所、家庭児童相談室、地域子育

て支援センターと過去に行ってきた実態調査において

も、同様に行われたものである。今回は必ずしも福祉の

現場に精通した者による回答でないため回答の解釈に幅

があること、また調査女橡に町村部が過去の他調査に比

べて多く含まれていることなどが、現状肯定的意見を多

くしたのではないかと考えられる。この結果について

は、今後、他の調査とも併せ、いずれ総合的な考察を行

うこととしたい（表35）。

（2）機関別相談の重要性

地域の子育て支援を推進するためには、それぞれの関

係機関が担うべき役割を自覚し、把握し、連携をとって

推進していかなければならない。児童相談所、福祉事務

所（家庭児童相談室）、地域子育て支援センター一、保健

所・市町村保健センター、保育所・幼稚園について、以

下の8つの役割について、重要性の程度をたずねた（表

36－1～5、表37－1～8）。

＜役割項目＞

○子育てネットワークのコーディネーション

○養護・虐待相談

○障害相談

○非行相談

○育児相談

○不登校相談

○地域の社会資源情報提供

○子育てサークルの育成

①児童相談所

児童相談所は、r養護・虐待相談」の役割が最も重要

であると考えられており、r非常に重要」の割合が87．

4％であった。次いで非常に重要の割合が高いのはr非行

相談」の60．4％、r不登校相談」の45．5％であった。

②福祉事務所（家庭児童相談室）

福祉事務所（家庭児童相談室）は児童相談所ほどその

割合は圧倒的ではないが、　r養護・虐待相談」の役割が

r非常に重要」であるというのが58．3％と最も高かっ

た。次いでr障害相談」の47．6％、r非行相談」の42．

4％と続き、比較的狭義の玉瞳福祉領域を担当するべきで

あると考えられていた。

③地域子育て支援センター

地域子育て支援センターは、保育所実施型とそうでな

いタイプがあるが、役割としてはr子育てサークルの育

成」70．4％、r地域の社会資源情報提供」62．7％と、地

域子育て支援センター本来の機能が挙げられていた。ま

た、r子育てネットワークのコーディネーション」（58．

3％）やr育児相談」（57．6％）も高かった。

④保健所・市町村保健センター

保健所・保健センターは「育児相談」が83．0％で最も

高く、次いでr地域の社会資源情報提供」の71．3％で

あった。

⑤保育所・幼稚園

他機関・施設に比べてr非常に重要」の割合が相対的

に低く、直接処遇の施設としての機能の方が重要である

と考えられていることがうかがえた。それでも、やや高

かったのはr育児相談」の44．8％で、地域子育て支援セ

ンターなどを通して、こうした機能を担うことができる

と考えられていた。

lV考察

調査結果を受け、ここでは、市町村保健センターの運

営並びに子ども家庭相談の実情や位置づけ、可能性等に

関する若干の検討を行う。なお、本報告執筆時点では保

健婦の名称はr保健師」と改正されているが、本調査実

施時点では保健婦であったため、本報告では名称をr保

健婦（士）」と統一した。

1．市町村保健センターの制度的位置づけ・庁内組織の

あり方

昨年度のヒアリング調査では、r保健福祉部」やr保

健福祉センター」の組織下に位置づけられたものがあ

り、その定義が曖昧であることが今年度調査の課題とし

て持ち越されたという経緯があった。今回の調査によ

り、関東甲信越地区の市町村保健センターの庁内組織の

位置づけが「福祉サイド」もしくは「統合型」ではな

く、「保健サイド」が多いことが明らかになった。それ

は保健所との機能分化により、市町村レベルでの保健対

人支援を行う機関として位置づけられているという地域

保健法を根拠にもっ以上、当然の結果であるといえる。

　しかし、今回の調査でも結果に差が生じたr市町村保
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健センターの業務管轄部署」とr保健センターの組織形

態」の違いからみられるように、業務統括部署としては

保健と福祉の統合が進んでいるものの、実際のセンター

の組織は福祉と保健担当が分かれて存在しているという

実態があった。今後は、r統括部局の統合」という組織

体制の構築にとどめるのか、人材・スタッフ面での連携

を可能にするための機能的な統合を促進するのかによっ

て、市町村保健センターが担っていく機能自体にも違い

がみられるようになるのではないだろうか。

　また、組織上の違いとともに、昨年度調査からの示唆

にもあったrセンターの設置場所」やr総合相談窓口の

設置場所」も、市町村保健センターの日常業務の円滑性

や業務内容に影響を与えていることが予想される。市町

村保健センターにどのような役割をもたせるかによって

配置すべき専門職の資格や勤務形態も変わってくるた

め、組織的な位置づけを明確にすることは、異なる専門

分野間の連携を進めるうえで避けては通れない課題であ

るといえよう。

2．健診業務の位置づけ

　昨年度の結果から、健診業務に対する考え方によっ

て、地域の子育て家庭への支援への取り組み姿勢に違い

がみられるのではないかという仮説が得られた。しか

し、今回の実態調査からは、r部分委託」、r全委託」

を合わせても健診業務の委託率は低く、乳児健診や3か

月児健診のような法定外の健診業務でも15％程度にとど

まっていることが明らかになった。また、今後の健診委

託についての考え方をみても、健診を通して地域の子育

て家庭への支援ができるのであり今後も委託することは

考えていない、というところが8割を超えるという結果

であった。

　これらの結果から、市町村保健センターにとって、健

診業務は子育て支援をはじめとする母子保健活動の重要

な業務と考えられており、健診業務に関わる業務量が最

も多いことがそれを裏打ちしているといえる。健診の受

診率は高く、ほとんどの母子が健診を受けているという

実態から考えても、相談援助の窓□として最も有効で効

率的な活動であるととらえられているのだろう。

　また、昨年度のヒアリング調査では、健診業務がなく

なってしまったら健康な乳児を目にする機会がなくな

り、障害発見の技術も低下してしまうという意見もみら

れた。子育て支援活動の重要な窓口であるとともに、保

健婦（士）の目を肥やす場としても機能している側面も

あり、今後もセンターにとっては健診業務の重要性は高

いと考えられている。

3．子育て支援相談の方向性

　市町村保健センターで受けている子育て相談は、「発

育・発達」に関するものを中心として、r子育て不安・

育児ストレス」関係のものが多くなっている。子育て不

安や育児ストレスが発生する背景には、親自身の性格や

生活態度、家庭観といったものがあるとともに、子ども

の成長発達の程度、障害の有無等子ども側の問題もあ

る。出産前の母親学級や指導教室から親子を支えていく

役割がセンターにはあり、最も身近な相談機関として機

能しているといえるだろう。

　また、相談の頻度をみると、地域子育て支援センター

のように1～2回というrちょっとした相談」レベルのも

のからr5回以上」にも及ぶ継続的援助を必要とする相

談もあり、対応する保健婦（士）のカウンセリング技術

や体制などを整備していくことが必要と考えられてい

る。さらに、継続相談の場合は、地区担当保健婦（士）

が家庭訪問を行うなどによりフォローしているところが

多いが、そうでないところもあり、自治体の規模や組織

の位置づけなどによっても市町村保健センターの子育て

相談体制が一律ではないということがいえる。

4．子ども虐待・ネグレクトヘの対応

　子ども虐待・ネグレクトヘの対応に関して市町村保健

センターが果たしているのは、現在のところ、家庭訪問

による家族支援が大きいことが明らかになった。これ

は、日常の保健業務の一環として家庭訪問を行うため、

そこでの相談が中心になっていることが予想される。

　現在は、福祉サイドにおいてファミリー・ソーシャル

ワークを展開する体制が構築されていないため、その部

分をセンター保健婦が家庭訪問時に対応しているが、今

後は、ネットワークの充実とともに、福祉分野において

ファミリー・ソーシャルワークが展開できる体制を構築

していくことが必要と考えられている。そして、それに

ともない、保健センターや保健婦の役割は、健診を通し

てr予防・啓発・教育」といった虐待発生予防にシフト

していくべきであると考えられている。

　また、児童相談所が強制介入の機能や役割を期待され

ているため親が相談等に対して尻込みしてしまう場合

や、素直にアドバイスを受け入れることができないとい

うような場合に、市町村保健センターとの連携により対

応できる体制を整備することが子ども虐待防止ネット

ワークが有効に機能するために重要であると考えられ

る。

　保健の分野においては第一次予防から第三次予防まで
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のシステムづくりの視点が進んでいるが、子ども虐待へ

の対応についても、発見から介入、その後の再発予防と

しての心のケアといった予防概念の適用が可能であり、

今後、保健・医療、福祉のみならずそれ以外の分野も含

めた予防システムを構築していく必要があろう。そのこ

とによって、ともすると縦割りの弊害を生んだ分野別役

割分担を克服し、機能別の役割分担システムを確立して

いくことが必要と思われる。

5．他機関との連携、役割分担

市町村保健センターが現在最も連携しているところは

児童相談所や福祉事務所（家庭児童相談室）であり、子

ども虐待・ネグレクトの対応を中心に比較的緊密な関係

が存在していると考えられる。また、保育所とは、幼稚

園に比べて頻繁に情報提供・交換が行われているため、

保育所からの相談照会も多くなっている。

しかし、一方で連携が不十分であるのは教育委員会な

ど教育サイドであり、特に保育所と同じ就学前児童を対

象とした幼稚園との関わりが少ないということが明らか

になった。　r保健・福祉」の連携とともに、今後はr福

祉・保健・教育」といった子育て家庭に関わるすべての

部局が横断的に関わることができるよう、子育てネット

ワークの構築を積極的に図っていく必要があり、その一

翼を担うのが市町村保健センターであるといえるだろ
う。

センターに対する調査であり、全国動向をこの調査で語

ることに関しては慎重でなければならない。また、今回

の報告は単純集計を基本としており、今後は、さらに詳

細なクロス分析などを進めていかなければならない。次

年度の最終報告においては、この結果をさらに詳細に分

析するとともに、今回調査女橡とならなかった地域の実

情も併せて考察を深めていく必要がある。そのうえで、

本研究の最終目的である子ども家庭相談体制のあり方に

ついて提言を行う予定である。

平成13年7月に内閣府に設置された地方分権改革推進

会議に対し、厚生労働省は、r児童福祉サービスや提供

体制などについて、現在都道府県や政令指定都市に置か

れている児童相談所や児童福祉司の在り方を含め、子ど

もを取り巻く様々な環境の変化に対応し、社会保障審議

会の議論を踏まえつつ今後検討する。」との具体的意見

を提出した。これを受け、社会保障審議会児童部会は、

今後2年程度の間に方向性を出すべく論議を開始した。

児童虐待防止のためのシステム再構築も喫緊の課題であ

る。

本研究が提示する基礎的資料が、これら相談、サービ

ス提供システムのあり方検討に些かでも寄与できること

を願っている。

最後に、日常業務の多忙ななかで、煩雑な調査に対し

て真摯に対応していただいた市町村保健センター及び市

町村自治体児童福祉所管の皆様に深く感謝申し上げる。

6．今後の市町村保健センターの子育て支援

市町村保健センターは、自治体の社会的資源の整備の

程度、人口の規模、制度的位置づけなどによって中心と

して担所贈1は異なってくるものの、今後は、主として

二つの方向性が示唆される。

その一つは、現在の家庭訪問を中心とした子育て支援

から、健診業務を窓口に広く子育てに関する情報提供を

行い、虐待やネグレクトを予防し、そこに至るまでの一

次的な子育て支援を担っていくという方向性である。ま

た、二つは、児童相談所や福祉事務所など児童福祉関係

機関や教育機関との連携を担う地域ネットワークのコー

ディネーターとしての役割である。狭義の福祉的対応を

担うのはそれぞれの専門機関であるとしても、それ以前

の軽い段階での支援・援助機能をネットワークのなかで

担っていくことにより、緩やかなネットワークの中心的

存在として機能することは可能であろう。

纈
今回の調査は、関東甲信越地区669か所の市町村保健

［文献］

1）平成8年度版市町村保健センター事例集～総合相談窓

口・情報システムの現地調査報告，全国保健センタ

ー連合会，1997

2）厚生省健康政策局計画課他監修：これからの地域保健

，中央法規出版，1994

3）平成12年度市町村保健センター及び類似施設基礎調査

、保健福祉活動の現状と課題に関する全国実態調査

調査結果報告書，全国保健センター連合会，2001

4〉柏女霊峰・山本真実・尾木まり・窪田和子，平成13年

度子育て支援ネットワークに関する調査研究事業調査

報告書，こども未来財団，2002

5）柏女霊峰・山本真実・谷口和加子・尾木まり・林茂男

　・網野武博・新保幸男・中谷茂一・谷口純世・窪田和

子，市町村保健センターの運営実態、と子ども家庭福祉

相談体制の課題，日本子ども家庭総合研究所紀要，第

37集，日本子ども家庭総合研究所，2001

6）柏女霊峰，養護と保育の視点から考える　子ども家庭

福祉のゆくえ，中央法規，2001

一102一



柏女他二市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析

〈フェイスシート＞

表1施設名称
項目 件数 ％

保健センター 248 57．8

保健福祉センター 50 11．7

市町村役場 48 11．2

健康センター 12
2
．
8

保健相談センター 10
2
．
3

健康福祉センター 6
1
．
4

総合福祉センター 6
1
．
4

保健福祉総合センター 6
1
．
4

健康管理センター 4
0
．
9

総合保健センター 2
0
．
5

総合福祉保健センター 2
0
．
5

総合保健福祉会館 2
0
．
5

福祉保健センター 2
0
．
5

保健医療センター 2
0
．
5

保健福祉会館 2
0
．
5

保健文化センター 2
0
．
5

ふれあい会館 2
0
．
5

その他 21
4
．
9

N．A． 2
0
．
5

総数 429 100．0

表2回答者の所属部署
項目 件数 ％

保健福祉課 69 16．1

保健センター 45 10．5

健康福祉課 39
9
．
1

健康推進課 39
9
．
1

健康課 38
8
．
9

福祉健康課 21
4
．
9

住民課 18
4
．
2

健康管理課 15
3
．
5

保健課 13
3
．
0

福祉課 10
2
．
3

健康づくり課 10
2
．
3

保健福祉総務課 9
2
．
1

住民福祉課 9
2
．
1

保健指導課 7
1
．
6

保健衛生課 5
1
．
2

町民課 4
0
．
9

環境保健課 4
0
．
9

その他 62 14．5

N．A． 12
2
．
8

総数 429 100．0

表3回答者職名
項目 件数 ％

係長 78 18．2

主査 49 11．4

主任 32
7
．
5

補佐 25
5
．
8

主事 17
4
．
0

所長 10
2
．
3

その他 61 14．2

N．A． 157 36．6

総数 429 100．0

表4回答者職種
項目 件数 ％

保健婦 377 87．9

事務職 28
6
．
5

その他 7
1
．
6

N．A． 17
4
．
0

総数 429 100．0

表5人ロ規模
項目 件数 ％

5千人未満 42
9
．
8

5千～1万人未満 47 11．0

1万人以上2万人未満 84 19．6

2万人以上5万人未満 94 21．9

5万人以上10万人未満 63 14．7

10万人以上20万人未満 38
8
．
9

20万人以上 31
7
．
2

中核市、保健所政令市 13
3
．
0

指令指定都市 5
1
．
2

特別区 12
2
．
8

総数 429 100．0

表6市町村保健センターの業務管轄部署

項目 件数 ％

本庁：企画部門 4
0
．
9

本庁1事業部門 8
1
．
9

保健所：企画部門 7
1
．
6

保健所：事業部門 8
1
．
9

保健部門 182 42．4

保健部門：介護保険専任 3
0
．
7

保健・福祉部門 152 35．4

保健・福祉部門：介護保険

任

26
6
．
1

福祉部門 17
4
．
0

福祉部門：介護保険専任 0
0
．
0

介護保険部門 1
0
．
2

直接介護支援サービス事業者 0
0
．
0

その他 12
2
．
8

N．A． 9
2
．
1

総数 429 100．0
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1．市町村保健センターについて

表7保健センターの組織形態
項目 件数 ％

単独 281 65．5

福祉部門と統合 89 20．7

その他 53 12．4

N．A． 6
1
．
4

総数 429 100．0

表8立地条件

表8－1駅からの距離

項目 件数 ％

最寄の交通機関から徒歩10
以内

299 69．7

最寄の交通機関から徒歩10
以上

120 28．0

N．A． 10
2
．
3

総数 429 100．0

表8－2周辺地域
項目 件数 ％

商業地域 80 18．6

住宅地域 217 50．6

農業地域 120 28．0

漁業地域 0
0
．
0

工業地域 2
0
．
5

N．A． 10
2
．
3

総数 429 100．0

表8－3建物の形態
項目 件数 ％

独立建て 221 51．5

公共施設との合築・併設 153 35．7

民間施設との合築 12
2
．
8

本庁庁舎の一部 20
4
．
7

その他 16
3
．
7

N．A． 7
1
．
6

総数 429 100．0

皿．市町村保健センターにおける母子保健・子育て相談業務の運営状況

表9－1専門職員の有無

総数 あり なし N．A．

常勤 兼務 非常勤

保健婦（士） 429

00．0

423
8
．
6

258
1
．
0

251
9
．
3

181
2
．
8

　3

．7

　3

．7

医師 429

00．0

155
6
．
1

10
．5

　16
0
．
3

134
6
．
5

132
0
．
8

142
3
．
1

保育士 429

00．0

146
4
．
0

　8

．5

11

．5

133
1
．
1

138
2
．
2

145
3
．
8

臨床心理士 429

00．0

136
1
．
7

　3

．2

　5

．7

130
5
．
6

149
4
．
7

144
3
．
6

事務職員 429

00．0

268
2
．
5

129
8
．
1

124
6
．
3

　75
8
．
0

　72
6
．
8

　89
0
．
7

栄養士 429

00．0

349
1
．
4

140
0
．
1

154
4
．
1

166
7
．
6

34
．9

46
0
．
7

歯科衛生士 429

00．0

250
8
．
3

46
8
．
4

40
6
．
0

209
3
．
6

　74
7
．
2

105
4
．
5

助産婦 429

00．0

183
2
．
7

　9

．9

　4

．2

176
6
．
2

125
9
．
1

121
8
．
2

看護婦 429

00．0

254
9
．
2

46
8
．
1

40
5
．
7

213
3
．
9

80
8
．
6

　95
2
．
1

＊常勤・兼務・非常勤は「あり」の内比（MA）
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表9－2保健婦（士）人数

常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1人 18

4
．
2 40

9
．
3 10

2
．
3

2人 35
8
．
2 38

8
．
9 61 14．2

3人 44 10．3 36
8
．
4

68 15．9

4人 34
7
．
9 29

6
．
8 52 12．1

5人 25
5
．
8 21

4
．
9 33

7
．
7

6人 22
5
．
1 26

6
．
1 46 10．7

7人 22
5
．
1 16

3
．
7 33

7
．
7

8人 20
4
．
7 12

2
．
8 30

7
．
0

9人 6
1
．
4

7
1
．
6 11

2
．
6

10人以上 25
5
．
8 20

4
．
7 62 14．5

20人以上 6
1
．
4

6
1
．
4 13

3
．
0

0人 81 18．9 48 11．2 4
0
．
9

N．A． 91 21．2 130 30．3 6
1
．
4

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－3保健婦（士）一人あたり担当人ロ

カテゴリ 件数 ％

1000人未満 19
4
．
4

1000人以上 18
4
．
2

2000人以上 42
9
．
8

3000人以上 36
8
．
4

4000人以上 42
9
．
8

5000人以上 34
7
．
9

6000人以上 26
6
．
1

7000人以上 23
5
．
4

8000人以上 12
2
．
8

9000人以上 20
4
．
7

10000人以上 14
3
．
3

11000人以上 8
1
．
9

12000人以上 12
2
．
8

13000人以上 9
2
．
1

14000人以上 15
3
．
5

15000人以上 22
5
．
1

20000人以上 24
5
．
6

N．A． 53 12．4

総数 429 100

表9－4医師人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1人 8

1
．
9 11

2
．
6 11

2
．
6

2人 1
0
．
2 3

0
．
7

3
0
．
7

3人 0
0
．
0 0

0
．
0

0
0
．
0

4人 0
0
．
0 0

0
．
0

0
0
．
0

5人以上 1
0
．
2 2

0
．
5 2

0
．
5

0人 205 47．8 165 38．5 165 38．5

N．A． 214 49．9 248 57．8 248 57．8

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0
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表9－5　保育士人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1人 7
1
．
6 6

1
．
4 13

3
．
0

2人 0
0
．
0

2
0
．
5

2
0
．
5

3人 0
0
．
0

1
0
．
2

1
0
．
2

4人 0
0
．
0 0

0
．
0 0

0
．
0

5人以上 1
0
．
2 2

0
．
5 3

0
．
7

0人 208 48．5 169 39．4 209 48．7

N．A． 213 49．7 249 58．0 201 46．9

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－6臨床心理士人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1人 3
0
．
7

4
0
．
9

6
1
．
4

2人 0
0
．
0

1
0
．
2

2
0
．
5

0人 211 49．2 170 39．6 276 64．3

N．A 215 50．1 254 59．2 145 33．8

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－7事務職員人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1人 57 13．3 64 14．9 103 24．0

2人 36
8
．
4 29

6
．
8 65 15．2

3人 18
4
．
2 16

3
．
7 32

7
．
5

4人 6
1
．
4 6

1
．
4 16

3
．
7

5人以上 12
2
．
8

9
2
．
1 22

5
．
1

0人 134 31．2 101 23．5 103 24．0

N．A． 166 38．7 204 47．6 88 20．5

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－8栄養士人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1人 123 28．7 134 31．2 226 52．7

2人 13
3
．
0 16

3
．
7 43 10．0

3人 2
0
．
5 1

0
．
2 4

0
．
9

4人 1
0
．
2 1

0
．
2 2

0
．
5

5人以上 1
0
．
2 2

0
．
5 4

0
．
9

0人 136 31．7 97 22．6 100 23．3

N．A． 153 35．7 178 41．5 50 11．7

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－9歯科衛生士人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1人 31
7
．
2 26

6
．
1 42

9
．
8

2人 9
2
．
1

9
2
．
1 23

5
．
4

3人 1
0
．
2 2

0
．
5 3

0
．
7

4人 4
0
．
9 0

0
．
0

4
0
．
9

5人以上 1
0
．
2 3

0
．
7

5
1
．
2

0人 182 42．4 147 34．3 246 57．3

N．A． 201 46．9 242 56．4 106 24．7

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0
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表9－10助産婦人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1人 7

1
．
6 3

0
．
7

8
1
．
9

2人 2
0
．
5

1
0
．
2

4
0
．
9

0人 208 48．5 172 40．1 297 69．2
N．A． 212 49．4 253 59．0 120 28．0

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表9－11看護婦人数
常勤・専任 常勤・兼務 常勤・総数

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
1人 35

8
．
2 32

7
．
5 61 14．2

2人 7
1
．
6

5
1
．
2 13

3
．
0

3人 2
0
．
5

1
0
．
2

4
0
．
9

4人 0
0
．
0

2
0
．
5

2
0
．
5

5人以上 2
0
．
5

0
0
．
0

2
0
．
5

0人 179 41．7 149 34．7 248 57．8

N．A 204 47．6 240 55．9 99 23．1

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表10－1健診業務

総数 直営実施 部分委託 全委託 未実施 N．A

①乳児健診 429

00．0

283
6
．
0

25
．8

45
0
．
5

58
3
．
5

18

．2

②1歳6か月児健診 429

00．0

387
0
．
2

31

．2

8
1
．
9

0
0
．
0

3
0
．
7

③3歳児健診 429

00．0

403
3
．
9

19

．4

4
0
．
9

1
0
．
2

2
0
．
5

④3か月児健診 429

00．0

227
2
．
9

13

．0

48
1
．
2

111
5
．
9

30
．0

表10－2その他の幼児健診の有無
項目 件数 ％

あり 205 47．8

なし 222 51．7

N．A． 2
0
．
5

総数 429 100．0

表11健診業務の委託について
項目 件数 ％

健診業務負担を軽減することで、地域でのフィールドワーク
時間を確保することができるため、できるだけ委託する方
にある。

13
3
．
0

健診業務を行うことによって、家庭の子育てや子どもの育ち
状況がわかるため、これ以上（今後も）委託する予定はな

。

353 82．3

健診業務は、医師会との調整が必要であるため、よくわから
い 33

7
．
7

その他 19
4
．
4

N，A． 11
2
．
6

総数 429 100．0
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皿子育て相談
表12刊総合相談窓ロの設置

項目 件数 ％

している 215 50．1

していない 206 48．0

N．A． 8
1
．
9

総数 429 100．0

表12－2総合相談窓ロ設置の場所
項目 件数 ％

保健センター内 138 64．2

福祉事務所 9
4
．
2

保健福祉センター 30 14．0

その他 34 15．8

N．A． 4
1
．
9

総数 215 100．0

表12－3総合相談窓口で対応する職種
項目 件数 ％

保健婦（士） 176 81．9

保育士 9
4
．
2

社会福祉主 2
0
．
9

その他 7
3
．
3

N．A． 21
9
．
8

総数 215 100．0

表13子育て相談実施の頻度

表13－1刊来所相談
項目 件数 ％

随時 188 43．8

開催日を決めている 196 45．7

特に行っていない 3
0
．
7

その他 35
8
．
2

N．A 7
1
．
6

総数 429 100．0

表13－1－2来所相談開催日数（月）

カテゴリ 件数 ％

1回 76 38．8

2回 43 21．9

3回 18
9
．
2

4回 24 12．2

5回以上 17
8
．
7

9回以上 10
5
．
1

N．A． 8
4
．
1

総数 196 100．0

表13－2－1面接相談（家庭訪問を含む）

項目 件数 ％

随時 399 93．0

開催日を決めている 8
1
．
9

特に行っていない 3
0
．
7

その他 11
2
．
6

N．A． 8
1
．
9

総数 429 100．0

表13－2－2面接相談開催日数（月）

カテゴリ 件数 ％

1回 3 37．5

2回 2 25．0

3回 0
0
．
0

4回 1 12．5

5回以上 2 25．0

9回以上 0
0
．
0

総数 8 100．0

表13－3－1電話相談

項目 件数 ％

随時 402 93．7

開催日を決めている 10
2
．
3

特に行っていない 5
1
．
2

その他 5
1
．
2

N．A． 7
1
．
6

総数 429 100．0

表13－3－2電話相談開催日数（月）

カテゴリ 件数 ％

1回 1 10．0

2回 0
0
．
0

3回 0
0
．
0

4回 1 10．0

5回以上 3 30．0

9回以上 5 50．0

総数 10 100．0
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表14業務量の多い活動
項目 件数 ％

家庭訪問 116 27．0

電話相談 133 31．0

来所相談 164 38．2

N．A． 16 3．7

総数 429 100．0

表16スーパービジョンの体制

柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表15「親子を対象とした各種講座』の開催回数（年間）

項目 件数 ％

随時行っている 142 33．1

定期的に上司に相談 28
6
．
5

同僚保健婦（士）同士で行う 136 31．7

定例会議として実施 34
7
．
9

その他 32
7
．
5

N．A． 57 13．3

総数 429 100．0

表17相談経路 （MA）

項目 件数 ％

保護者 415 96．7

子ども本人 1
0
．
2

民生・児童委員 20
4
．
7

児童相談所 25
5
．
8

教育委員会・教育相談室 6
1
．
4

福祉事務所（家庭児童相談室） 63 14．7

幼稚園 4
0
．
9

保育所 161 37．5

小中学校 4
0
．
9

高等学校 0 0．0

行政の窓ロ 40
9
．
3

地域子育て支援センター 10
2
．
3

医療機関 14
3
．
3

その他 25
5
．
8

N。A． 5
1
．
2

総数 429 100．0

カテゴリ 件数 ％

5回未満 38
8
．
9

5回以上 44 10．3

10回以上 73 17．0

15回以上 41 9．6

20回以上 65 15．2

30回以上 39
9
．
1

40回以上 31
7
．
2

50回以上 42
9
．
8

100回以上 15
3
．
5

0回 22
5
．
1

N．A． 19
4
．
4

総数 429 100．0

表18年齢層 （MA）

項目 件数 ％

低年齢児
0～2歳） 416 97．0

幼児
3～6歳） 369 86．0

小学校低学
児童 5

1
．
2

小学校高学
児童 1

0
．
2

中学生 1
0
．
2

高校生 0
0
．
0

N．A． 3
0
．
7

総数 429 100．0
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表191事例あたりの相談に要する回数
項目 件数 ％

助言や他機関の紹介等だい
い1～2回の相談で終わる

303 70．6

3～4回の相談で終わる 67 15．6

5回以上相談が続く 15
3
．
5

10回以上 2
0
．
5

その他 32
7
．
5

N．A． 10
2
．
3

総数 429 100．0

∬1保健婦（士〉の体制

表21保健婦同士の役割分担

項目 件数 ％

そのケースを最初に受けた保
婦が担当する 20

4
．
7

地域担当の保健婦が受け持つ 322 75．1

個別問題に応じて、担当保健
が受け持つ

51 11．9

相談の曜日によって担当を決
る 1

0
．
2

担当は一人である 19
4
．
4

その他 14
3
．
3

N．A． 2
0
．
5

総数 429 100．0

表20相談の主訴として最も多いもの

項目 件数 ％

発育・発達 270 62．9

子育て不安・育児ストレス 57 13．3

健康・医学的問題 47 11．0

基本的生活習慣 13
3
．
0

しつけ・教育 1
0
．
2

家族関係・親子関係 1
0
．
2

虐待・放任・放置に関する相談 1
0
．
2

障害に関する相談 1
0
．
2

不登校・ひきこもりに関する

談 1
0
．
2

就労との両立に関すること 0
0
．
0

経済的問題 0
0
．
0

子育て以外の家族関係 0
0
．
0

養護相談 0
0
．
0

非行に関する相談 0
0
．
0

思春期の性や精神保健に関
る相談 0

0
．
0

医療機関等の紹介に関する
と 0

0
．
0

その他 7
1
．
6

特にない 1
0
．
2

N．A． 29
6
．
8

総数 429 100．0

表22関わる時間が多い業務

第1位 第2位 第3位 ポイント計算
項目 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

指導・相談の計画、準備等に

わる業務
55 12．8 54 12．6 87 20．3 0．84

健診業務 214 49．9 111 25．9 47 11．0 2．12

相談・面接（家庭訪問を含む） 107 24．9 153 35．7 71 16．6 1．63

電話相談 10
2
．
3 32

7
．
5 58 13．5 0．35

協議・会議、事務連絡
電話を含む） 8

1
．
9 12

2
．
8 29

6
．
8

0．18

指導・相談の記録作成等の業
3

0
．
7 33

7
．
7 78 18．2 0．36

その他の事務処理業務 23
5
．
4 23

5
．
4 45 10．5 0．37

N．A． 9
2
．
1 11

2
．
6 14

3
．
3

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

　　　相談・面接（家庭訪問を含む）l　

指導・相談の計画、準備等に関わる業務　　　　　　　　　0．84

　　　指醐談の記録作成等の業務…嗣α16…　i

　　　　　　　　　　電話相談團0．35
騰会議・事務連絡（電話を含む）1層・18…　i

　　　　　その他の事務処理業務i團0．37　　　　1　　　　i
　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　　　L　　　　　　　　　』
　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　0．50　　　　　1．00　　　　　1．50

　　　　　　　　　　　図1関わる時間が多い業務ポイント計算

　
i

　
　

2．60

2．12

　卜

2．50

一110



柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析

V地域の関連機関との連携
表23今後強化が必要と考える連携先

項目 件数 ％

福祉部局・機関 257 59．9

教育部局・機関 139 32．4

医療関係部局・機関 17
4
．
0

労働関係部局・機関 2
0
．
5

その他 5
1
．
2

N．A． 9
2
．
1

総数 429 100．0

表24地域の関連機関との連携く行政機関＞ （MA）

よく連携協力しているもの ほとんどかかわりがないもの

項目 件数 ％ 件数 ％

警察 25
5
．
8 203 47．3

家庭裁判所 0
0
．
0 367 85．5

精神保健福祉センター 47 11．0 70 16．3

教育委員会・教育相談室 231 53．8 18
4
．
2

少年サポートセンター 2
0
．
5 276 64．3

児童相談所 337 78．6 2
0
．
5

婦人相談所 21
4
．
9 183 42．7

福祉事務所（家庭児童相談室） 287 66．9 2
0
．
5

その他 95 22．1 1
0
．
2

N．A． 24
5
．
6 37

8
．
6

総数 429 100．0 429 100．0

表25地域の関連機関との連携く施設群＞ （MA）

よく連携協力しているもの ほとんどかかわりがないもの

項目 件数 ％ 件数 ％

医療機関 223 52．0 8
1
．
9

学校 134 31．2 22
5
．
1

児童養護施設・乳児院 6
1
．
4 196 45．7

保育所 368 85．8 3
0
．
7

地域子育て支援センター 78 18．2 64 14．9

幼稚園 96 22．4 39 9．1

児童館 46 10．7 89 20．7

母子生活支援施設 6
1
．
4 254 59．2

障害児関係施設 100 23．3 51 11．9

児童委員・主任児童委員 126 29．4 24
5
．
6

いのちの電話等の電話相談 1
0
．
2 323 75．3

その他 5
1
．
2 1

0
．
2

N．A． 16
3
．
7 40

9
．
3

総数 429 100．0 429 100．0

VI子ども虐待・ネグレクトの対応
表26子ども虐待・ネグレクト等のケースの対応

①通告 ②相談 ③他機関紹介

項目 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

よくある 10
2
．
3 33

7
．
7 26

6
．
1

たまにある 173 40．3 221 51．5 205 47．8

あまりない 150 35．0 121 28．2 126 29．4

全くない 84 19．6 46 10．7 59 13．8

N．A． 12
2
．
8 8

1
．
9 13

3
．
0

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0
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項目 件数 ％

児童福祉部局 183 42．7

保健部局 152 35．4

統合している 51 11．9

その他 31
7
．
2

N．A， 12
2
．
8

総数 429 100．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集

表27子ども虐待問題に対する相談の中心となる部局　　　　　　　　　表28－1子ども虐待防止ネットワークの有無

表28－2子ども虐待防止ネットワークの中心機関

項目 件数 ％

児童相談所 26 24．5

児童福祉施設（保育所を含
） 4

3
．
8

児童福祉課 51 48．1

福祉事務所 8
7
．
5

市町村保健センター 6
5
．
7

医療機関 0
0
．
0

学校 0
0
．
0

その他 9
8
．
5

NA 2
1
．
9

総数 106 100．0

項目 件数 ％

ある 106 24．7

ない 316 73．7
N．A。 7

1
．
6

総数 429 100．0

項目 件数 ％

児童福祉司 28 26．4

児童指導員・

育士
11 10．4

心理判定員 3
2
．
8

社会福祉主 12 11．3

保健婦 16 15．1

教師 1
0
．
9

医師 4
3
．
8

その他 25 23．6
N．A． 6

5
．
7

総数 106 100．0

表28－3子ども虐待防止ネットワークの中心となる専門職

表28叫ネットワーク・ミーティングの開催状況

項目 件数 ％

必ず開く 14 13．2

よく開く 40 37．7

あまり開かない 35 33．0

開かない 12 11．3

N．A． 5
4
．
7

総数 106 100．0

表29子ども虐待・ネグレクトに対する市町村保健センターの現在の役割

項目
現在の役割 今後の方向

件数 ％ 件数 ％

家庭訪問による家族支援 241 56．2 50 11．7
ネットワーク・ミーティングのコーディネート 16

3
．
7

60 14．0
各種在宅保健福祉サービスの情報提供、紹
、コーディネート 25

5
．
8 37

8
．
6

虐待・ネグレクトの発見・通告 57 13．3 29
6
．
8

予防・啓発・教育 71 16．6 225 52．4

その他 1
0
．
2

4
0
．
9

N．A． 18
4
．
2 24

5
．
6

総数 429 100．0 429 100．0
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　　　　　　　　　　　　　柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析

、皿今後の市町村保健センターの在り方及び児童家庭福祉実施体制の課題

表30相談分野

項目
①相談件数が増加の分野

②力を入れて取り組んでい

　　る相談分野
③今後強化していく相談分野

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

発育・発達 56 13．1 59 13．8 7
1
．
6

健康・医学関係 19
4
．
4 13

3
．
0

4
0
．
9

しつけ・教育 9
2
．
1

1
0
．
2

2
0
．
5

基本的生活習慣 16
3
．
7 40

9
．
3 17

4
．
0

家族関係・親子関係 21
4
．
9 23

5
．
4 40

9
．
3

子育て不安・育児ストレス 210 49．0 243 56．6 219 51．0

就労との両立に関すること 1
0
．
2 0

0
．
0 0

0
．
0

経済的問題 1
0
．
2 0

0
．
0

0
0
．
0

子育て以外の家族関係 0
0
．
0 0

0
．
0

2
0
．
5

養護相談 1
0
．
2 0

0
．
0 0

0
．
0

虐待・放任・放置に関する相談 31
7
．
2 8

1
．
9 35

8
．
2

障害に関する相談 3
0
．
7 6

1
．
4

4
0
．
9

非行に関する相談 1
0
．
2 0

0
．
0

0
0
．
0

不登校・ひきこもりに関する相談 6
1
．
4

0
0
．
0

7
1
．
6

思春期の性や精神保健に関する相談 4
0
．
9 4

0
．
9 52 12．1

医療機関等の紹介に関すること 0
0
．
0 0

0
．
0

1
0
．
2

その他 4
0
．
9 6

1
．
4 13

3
．
0

特にない 28
6
．
5 11

2
．
6

4
0
．
9

N．A． 18
4
．
2 15

3
．
5 22

5
．
1

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

表31母子保健活動、子育て支援活動への評価

項目 件数 ％

市町村保健センターの母子保健業務目的に
致した本来の目的を果たしている

28
6
．
5

不十分なところはあるが、ある程度の成果を

げている
286 66．7

不十分な状態である 70 16．3

なんともいえない 33
7
．
7

その他 0
0
．
0

N．A． 12
2
．
8

総数 429 100．0

表32市町村保健センターの役割

項目
現在の中心機能 今後の機能

件数 ％ 件数 ％

地域ネットワークの中核機能 32
7
．
5 217 50．6

家庭訪問を中心とした家庭支援機能 92 21．4 32
7
．
5

親たちの居場所提供機能 15
3
．
5 18

4
．
2

子ども虐待など家庭に強制的に介入する機
0

0
．
0 2

0
．
5

健診時などにおける子ども虐待などの早期

見機能
114 26．6 48 11．2

子育てに関わる情報提供機能 145 33．8 70 16．3

親や思春期の子どもの精神的問題に対する

療援助機能 0
0
．
0 5

1
．
2

その他 14
3
．
3 13

3
．
0

N．A． 17
4
．
0 24

5
．
6

総数 429 100．0 429 100．0
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表33子育てを地域で支援するために、市町村保健センターに必要とされること

項目 第1位 第2位 第3位 ポイント計算
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

人材、人員の充実 241 56．2 102 23．8 53 12．4 2．28

福祉、教育部局との連携の強 149 34．7 217 50．6 32
7
．
5

2．13

家庭への介入その他の権限
強化 3

0
．
7 11

2
．
6 40

9
．
3

0．17

研修の充実 5
1
．
2 45 10．5 138 32．2 0．57

都道府県と区市町村及び保健、

祉、教育部門の役割分担の整 20
4
．
7 40

9
．
3

122 28．4 0．61

その他 3
0
．
7

3
0
．
7

13
3
．
0

0．07
N．A． 8

1
．
9 11

2
．
6 31

7
．
2

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

　　　　　　　　福祉、教育部局との連携の強化※：※：※：※’※1・：※’※：※＝※：※：※：※：※1※’※1’

都道府県と区市町村及び保健、福祉．教育部門の役割分担の整理旧※1∴1※：※＝一・臼：※；：’：※：』※：’　061

　　　　　　　　　　　　　研修…i圏・57

　　　　　　　　家庭への介入その他醐の強化轡・・171

　　　　　　　　　　　　　　　その他β…7、1

　　　　　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　　　0．50

ー
0　
6

　ト
　I
　I

　I
　F
　ヒ

1．50

　　　　　2．2珪

　　　2．131

　　　　　　1
　 　　　　　　　　　　　　

　I　　　　l
　l　　　　　　　l
　　　　　　　ト　　　　　　　　　　

　 　　　　　！

2．00　　　　　　2．50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2市町村保健センターに必要とされること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント計算

表34子育てを地域で支援するために、保健婦（士）に求められる知識・技術

項目 第1位 第2位 第3位 ポイント計算
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

母子保健に関する知識・技術 206 48．0 58 13．5 61 14．2 1．85

地域保健に関する知識・技術 55 12．8 81 18．9 33
7
．
7

0．84

医学的知識・技術 4
0
．
9 12

2
．
8

28
6
．
5

0．15

カウンセリングに関する知識・

術
93 21．7 113 26．3 96 22．4 1．40

ソーシャルワークに関する知
・技術

25
5
．
8 58 13．5 61 14．2 0．59

発達心理等に関する知識・技
34

7
．
9 94 2葦．9 126 29．4 0．97

その他 4
0
．
9

2
0
．
5

8
1
．
9

0．06
N．A． 8

1
．
9 11

2
．
6 16

3
．
7

総数 429 100．0 429 100．0 429 100．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　母子保健に関する知識・技術虚㎜∵潔・∵晶F∴∵∴’㌔∵・∵・w∴’∴∵幽∵一

　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　カウンセリングに関する知識・技術！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

　　発達心理等に関する知識・技術i，　　　　、　　　　P、97

　　　地域保健に関する知識・技術1，　　　　 　　　α輿

ソー　ワーク1 鄭：瀦爵鰍
　　　　　　　　　　　　その他◎0．06　　1
　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　レ
　　　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　　　　0．50　　　　　　　　1．00

　　　　　　　　　　　図3保健婦（士）に求められる知識
　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント計算

1，毎0

　1

　［
　し

1．50

51
8

　
　
　
1
「
』
F

I

2．00
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柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析

棚：今後の児童福祉行政のあり方

表35児童家庭福祉実施体制のあり方

総数 適当である
条件次第
ある

どちらとも

えない

　あまり
当ではない

不適当である N．A．

①現行の保育・健全育成

策のみ区市町村で実施

429

00．0

87
0
．
3

117
7
．
3

116
7
．
0

54
2
．
6

15

．5

40
．3

②障害児福祉行政につ
ては区市町村で実施

429

00．0

62
4
．
5

127
9
．
6

106
4
．
7

68
5
．
9

28
．5

38
．9

③ひとり親家庭福祉行政

区市町村で実施

429

00．0

94
1
．
9

130
0
．
3

123
8
．
7

34
．9

9
2
．
1

39
．1

④要養護・非行・情緒障害児

は区市町村で実施

429

00．0

11

．6

78
8
．
2

125
9
．
1

130
0
．
3

48
1
．
2

37
．6

⑤在宅サービスのみ
市町村で実施

429

00．0

35
．2

118
7
．
5

149
4
．
7

70
6
．
3

19
．4

38
．9

⑥すべての児童福祉行
について区市町村で実施

429

00．0

22
．1

80
8
．
6

120
8
．
0

116
7
．
0

52
2
．
1

39
．1

⑦その他 429

00．0

1
0
．
2

0
0
．
0

0
0
．
0

0
0
．
0

0
0
．
0

429

00．0

表36－1児童相談所

総数 非常に重要 重要
あまり

要でない 必要ない N．A．

1）子育てネットワークの

ーディネーション

429

00．0

118
7
．
5

140
2
．
6

109
5
．
4

27
．3

35
．2

2）養護・虐待・相談 429

00．0

375
7
．
4

25
．8

　1

．2

2
0
．
5

26
．1

3）障害相談 429

00．0

181
2
．
2

170
9
．
6

38
．9

5
1
．
2

35
．2

4）非行相談 429

00．0

259
0
．
4

122
8
．
4

15

．5

4
0
．
9

29
．8

5）育児相談 429

00．0

31

．2

149
4
．
7

177
1
．
3

36
．4

36
．4

6）不登校相談 429

00．0

195
5
．
5

160
7
．
3

36
．4

4
0
．
9

34
．9

7）地域の社会資源

報提供

429

00．0

116
7
．
0

177
1
．
3

85
9
．
8

16

．7

35
．2

8）子育てサークルの育成 429

00．0

7
1
．
6

44
0
．
3

196
5
．
7

143
3
．
3

39
．1

総数 非常に重要 重要
あまり

要でない 必要ない N．A．

1）子育てネットワークの

ーディネーション

429

00．0

117
7
．
3

156
6
．
4

98
2
．
8

18
．2

40
．3

2）養護・虐待・相談 429

00．0

250
8
．
3

132
0
．
8

11

．6

3
0
．
7

33
．7

3）障害相談 429

00．0

204
7
．
6

148
4
．
5

38
．9

3
0
．
7

36
．4

4）非行相談 429

00．0

182
2
．
4

158
6
．
8

48
1
．
2

5
1
．
2

36
．4

5）育児相談 429

00．0

60
4
．
0

170
9
．
6

131
0
．
5

29
．8

39
．1

6）不登校相談 429

00．0

164
8
．
2

164
8
．
2

62
4
．
5

7
1
．
6

32
．5

7）地域の社会資源

報提供

429

00．0

161
7
．
5

177
1
．
3

44
0
．
3

7
1
．
6

40
．3

8）子育てサークルの育成 429

00．0

30
．0

99
3
．
1

161
7
．
5

98
2
．
8

41

．6

表36－2福祉事務所（家庭児童相談室）
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表36－3地域子育て支援センター

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A

1）子育てネットワークの

ーディネーション

429

00．0

250
8
．
3

115
6
．
8

21

．9

3
0
．
7

40
．3

2）養護・虐待・相談 429

00．0

125
9
．
1

224
2
．
2

25
．8

7
1
．
6

48
1
．
2

3）障害相談 429

00．0

61
4
．
2

203
7
．
3

102
3
．
8

11

．6

52
2
．
1

4）非行相談 429

00．0

49
1
．
4

147
4
．
3

146
4
．
0

33
．7

54
2
．
6

5）育児相談 429

00．0

247
7
．
6

120
8
．
0

12
．8

3
0
．
7

47
1
．
0

6）不登校相談 429

00．0

50
1
．
7

155
6
．
1

140
2
．
6

33
．7

51
1
．
9

7）地域の社会資源
報提供

429

00．0

269
2
．
7

104
4
．
2

10
．3

3
0
．
7

43
0
．
0

8）子育てサークルの育成 429

00．0

302
0
．
4

67
5
．
6

10
．3

5
1
．
2

45
0
．
5

表36－4保健所・保健センター

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

1）子育てネットワークの

ーディネーション

429

00．0

221
1
．
5

169
9
．
4

14
．3

2
0
．
5

23
．4

2）養護・虐待・相談 429

00．0

174
0
．
6

218
0
．
8

6
1
．
4

2
0
．
5

29
．8

3）障害相談 429

00．0

166
8
．
7

217
0
．
6

18
．2

3
0
．
7

25
．8

4）非行相談 429

00．0

30
．0

153
5
．
7

185
3
．
1

27
．3

34
．9

5）育児相談 429

00．0

356
3
．
0

46
0
．
7

2
0
．
5

2
0
．
5

23
．4

6）不登校相談 429

00．0

39
．1

184
2
．
9

161
7
．
5

19

．4

26
．1

7）地域の社会資源
報提供

429

00．0

306
1
．
3

91
1
．
2

6
1
．
4

3
0
．
7

23
．4

8）子育てサークルの育成 429

00．0

206
8
．
0

171
9
．
9

24
．6

3
0
．
7

25
．8

表36－5保育所・幼稚園

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A

1）子育てネットワークの

ーディネーション

429

00．0

61
4
．
2

196
5
．
7

119
7
．
7

19
．4

34
．9

2）養護・虐待・相談 429

00．0

90
1
．
0

248
7
．
8

50
1
．
7

7
1
．
6

34
．9

3）障害相談 429

00．0

36
．4

226
2
．
7

115
6
．
8

17
．0

35
．2

4）非行相談 429

00．0

8
1
．
9

69
6
．
1

218
0
．
8

99
3
．
1

35
．2

5）育児相談 429

00．0

192
4
．
8

188
3
．
8

16
．7

3
0
．
7

30
．0

6）不登校相談 429

00．0

13

．0

88
0
．
5

193
5
．
0

101
3
．
5

34
．9

7）地域の社会資源
報提供

429

00．0

107
4
．
9

220
1
．
3

64
4
．
9

2
0
．
5

36
．4

8）子育てサークルの育成 429

00．0

62
4
．
5

156
6
．
4

137
1
．
9

39
．1

35
．2
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子育てネットワークのコーディネーション

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

118
7
．
5

140
2
．
6

109
5
．
4

27
．3

35
．2

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

117
7
．
3

156
6
．
4

98
2
．
8

18
．2

40
．3

③地域子育て支援センター 429

00．0

250
8
．
3

115
6
．
8

21

．9

3
0
．
7

40
．3

④保健所・保健センター 429

00．0

221
1
．
5

169
9
．
4

14

．3

2
0
．
5

23
．4

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

61
4
．
2

196
5
．
7

“9
7
．
7

19

．4

34
．9

表37－2養護・虐待相談

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

375
7
．
4

25
．8

　1

．2

2
0
．
5

26
．1

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

250
8
．
3

132
0
．
8

11

．6

3
0
．
7

33
．7

③地域子育て支援センター 429

00．0

125
9
．
1

224
2
．
2

25
．8

7
1
．
6

48
1
．
2

④保健所・保健センター 429

00．0

174
0
．
6

218
0
．
8

6
1
．
4

2
0
．
5

29

．8

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

90
1
．
0

248
7
．
8

50
1
．
7

7
1
．
6

34

．9

表37－3障害相談

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

181
2
．
2

170
9
．
6

38
．9

5
1
．
2

35

．2

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

204
7
．
6

148
4
．
5

38
．9

3
0
．
7

36
．4

③地域子育て支援センター 429

00．0

61
4
．
2

203
7
．
3

102
3
．
8

11

．6

52
2
．
1

④保健所・保健センター 429

00．0

166
8
．
7

217
0
．
6

18

．2

3
0
．
7

25
．8

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

36
．4

226
2
．
7

115
6
．
8

17

．0

35
．2

表37－4非行相談

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

259
0
．
4

122
8
．
4

15

．5

4
0
．
9

29

．8

②福祉事務所
（家庭児童相談室）

429

00．0

182
2
．
4

158
6
．
8

48
1
．
2

5
1
．
2

36
．4

③地域子育て支援センター 429

00．0

49
1
．
4

147
4
．
3

146
4
．
0

33

．7

54
2
．
6

④保健所・保健センター 429

00．0

30
．0

153
5
．
7

185
3
．
1

27
．3

34
．9

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

8
1
．
9

69
6
．
1

218
0
．
8

99
3
．
1

35

．2
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表37－5育児相談

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

31

．2

149
4
．
7

177
1
．
3

36
．4

36
．4

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

60
4
．
0

170
9
．
6

131
0
．
5

29
．8

39
．1

③地域子育て支援センター 429

00．0

247
7
．
6

120
8
．
0

12

．8

3
0
．
7

47
1
．
0

④保健所・保健センター 429

00．0

356
3
．
0

46
0
．
7

2
0
．
5

2
0
．
5

23
．4

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

192
4
．
8

188
3
．
8

16

．7

3
0
．
7

30
．0

表37－6不登校相談

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

195
5
．
5

160
7
．
3

36
．4

4
0
．
9

34
．9

②福祉事務所
（家庭児童相談室）

429

00．0

164
8
．
2

164
8
．
2

62
4
．
5

7
1
．
6

32
．5

③地域子育て支援センター 429

00．0

50
1
．
7

155
6
．
1

140
2
．
6

33
．7

51
1
．
9

④保健所・保健センター 429

00．0

39
．1

184
2
．
9

161
7
．
5

19
．4

26
．1

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

13

．0

88
0
．
5

193
5
．
0

101
3
．
5

34
．9

表37－7地域の社会資源情報提供

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A，

①児童相談所 429

00．0

116
7
．
0

177
1
．
3

85
9
．
8

16
．7

35
．2

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

161
7
．
5

177
1
．
3

44
0
．
3

7
1
．
6

40
．3

③地域子育て支援センター 429

00．0

269
2
．
7

104
4
．
2

10

．3

3
0
．
7

43
0
．
0

④保健所・保健センター 429

00．0

306
1
．
3

91
1
．
2

6
1
．
4

3
0
．
7

23
．4

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

107
4
．
9

220
1
．
3

64
4
．
9

2
0
．
5

36

．4

表37－8子育てサークルの育成

総数 非常に重要 重要
　あまり

要でない
必要ない N．A．

①児童相談所 429

00．0

7
1
．
6

44
0
．
3

196
5
．
7

143
3
．
3

39
．1

②福祉事務所

（家庭児童相談室）

429

00．0

30
．0

99
3
．
1

161
7
．
5

98
2
．
8

41

．6

③地域子育て支援センター 429

00．0

302
0
．
4

67
5
．
6

10

．3

5
1
．
2

45
0
．
5

④保健所・保健センター 429

00．0

206
8
．
0

171
9
．
9

24
．6

3
0
．
7

25
．8

⑤保育所・幼稚園 429

00．0

62
4
．
5

156
6
．
4

137
1
．
9

39
．1

35
．2
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柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析
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〔チーム研究2〕子ども家庭相談体制のあり方に関する研究（2）（主任研究者　柏女霊峰）市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析子ども家庭福祉研究部　　非常勤主任研究員　　　　嘱託研究員　　　　嘱託研究員　　　　嘱託研究員　　　　嘱託研究員　　　　嘱託研究員　　　　嘱託研究員　　　千葉市保健所柏女霊峰山本真実（淑徳大学）尾木まり（子どもの領域研究所）谷口和加子（女子栄養大学）伊藤嘉余子（日本社会事業大学大学院）新保幸男（愛知教育大学）林茂男（常葉学園短期大学）中谷茂一（聖学院大学）窪田和子［要旨］　市町村保健センターにおける子育て相談業務の運営実態や関係機関との連携状況、子ども虐待・ネグレクトに対する対応・考え方、子育て支援における今後の市町村保健センターの機能やあり方について、関東甲信越地区の全市町村保健センター669か所に対して質問紙調査を行った。429か所、64．1％から回答があり、センターの運営、相談活動の実態を明らかにすることができた。　特に、市町村保健センターにおいては健康診査業務が大きな位置づけを占めており、これを核としながら子育て支援の糸口をっかもうとしている様子が読みとれた。今後の方向としても、健康診査業務の外部委託化を進めるべきとの意見は少数であり、健康診査業務を契機として、子育て不安や育児ストレスなどの親への育児支援を強化していくべきとの意見が多かった。　その結果、今後の市町村保健センターが担う子ども家庭相談体制上の機能は、福祉部局との連携を図りながら一次的予防に軸足をおいた母子保健本来のアプローチの継続であると要約される。深刻化した狭義の児童福祉二一ズヘの対応能力を高めることよりも、地域保健本来のヘルス・プロモーションの視点に依拠した役割を分担していきながら、児童相談所等の子ども家庭福祉相談の専門機関とのネットワークを構築していく方向性が示唆された。［見出し語］：　市町村保健センター、子育て相談、保健師、子ども虐待・ネグレクト、子ども家庭相談体制［Abstract］　　　An　analysis　of　Municipal　Health　Centers　Operatoins　and　Chi　ld　and　Fami　ly　Consu　ltation　Services　　　　　　　　　　　　　　　Reiho　KASHIWAME，　Mami　YAMAM（〕TO，　Mari　OGI，　Wakako　TANIGUCHI，　Kayoko　ITO，　　　　　　　　　　　　　　　Yukio　SHINBO，　Shigeo　HAYASHI，　Shigekazu　NAKATANI，　Kazuko　KUBOTA　　A　questionnaire　survey　was　carried　out　on　669　municipal　health　centers　in　the　Kanto−Koshinetsu　areain　order　to　determine　the　state　of　their　chi　ld　rear　ing　counsel　ing　Po　l　icies．　Of　the　669　centers　po　l　led，429　centers　responded　（a　rate　of　64．1　％）．　　Health　check−ups　are　an　important　function　of　municipal　health　centers　and　provide　the　start　ingpoint　for　further　supPort　to　those　in　need．　There　is　a　very　l　ow　possibi　l　ity　that　such　a　vital　servicewill　be　entrusted　to　the　private　sector　in　the　near　future，　and　it　is　likely　that　this　policy　ofdetecting　such　problems　as　chi　ld　abuse　at　health　check−ups　wi　l　l　continue　to　be　reinforced．　　In　conclusion，　the　function　of　municipal　health　centers　with　regards　to　child　and　familyconsul　tati　on　i　s　to　provide　the　primary　apProach　by　consul　ting　with　the　rel　evant　wel　fare　divi　si　ons，which　is　in　fact　a　continuation　of　the　　original　maternal　and　child　health　apProach．　Instead　ofconcentrating　on　chi　ld　welfare　needs　in　the　narrow　sense，　municipal　health　centers　wi　l　l　attempt　tobui　l　d　up　a　network　of　specia　l　i　zed　chi　l　d　and　fami　ly　consu　l　tation　servi　ces，　based　on　thei　r　origina　lconcept　of　”Health　Promotion．［Key　Wordsl　Municipal　Health　Center，　Chi　ldcare　SupPort　Services，　Publ　ic　Health　Nurse，　　　　　　Chi　ld　Abuse　＆Neglect，　Chi　ld　and　Fami　ly　Consultation一93一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1　研究目的　本研究は、3か年にわたるr子ども家庭相談体制のあり方に関する研究」の2年目にあたる。本研究では、1年目に報告した市町村保健センターに関する文献調査と5か所の市町村保健センターのヒアリング結果に基づき、市町村保健センターの子ども家庭相談活動の実態と意識を把握することを目的として質問紙調査を行った。　研究班では、これまで、児童相談所、福祉事務所（家庭児童相談室）、地域子育て支援センターの運営ならびに相談活動分析を行ってきたが、これに併せて、総合的な子ども家庭福祉相談体制のあり方について考えるため、今回は市町村保健センターの相談体制について調査を行った。その理由として、これまでの検討の結果、市町村レベルにおいて子ども家庭保健福祉に関する相談援助体制を検討するためには、福祉関係機関のみならず市町村保健センターの運営ならびに子ども家庭相談の実情把握が必要であることが指摘されたからである。　また、昨年度の調査において、市町村保健センターの位置づけ市町村により異なっていることもあり、地域における子ども家庭相談の一律的な体制を提示することが必ずしも妥当ではないことも理解された。特に、子ども虐待防止ネットワークや子育て支援ネットワーク等の横断的組織・機関による連携の有無や程度によって、市町村保健センターの役割も異なっていることが示唆された。また、センターの活動内容は、自治体におけるセンターの位置づけのほか、センターの組織体制によっても違いがあることが示唆された。　このような昨年度の調査結果を検証し、地域における子ども家庭相談体制における市町村保健センターのあり方を考えるための基礎資料を得ることを目的として実態調査を実施した。II研究方法1．研究の女橡　社団法人全国保健センター連合会発行のr平成12年度版全国保健センター要覧」から、関東甲信越地区の市町村保健センター669か所を抽出した。これには、市町村保健センターとして地域保健法に規定されているもの以外のものも含まれており、例えば市町村保健センターという位置づけではないが、母子保健業務を行う人員・場所を提供しており、市町村保健センター同様に活動を行っているところや、センターとしての運営予算をもたないところ等が含まれている。　市町村保健センターとは、地域保健法第18条に規定されているとおり、地域住民に身近な対人保健サービスを行う拠点として整備されている施設である。市町村レベルにおける健康づくりを推進するための地域保健業務も進めている。っまり、市町村保健センターは住民の一次的な対人保健サービス施設として位置づけられており、全国に2，228か所のセンターが設置されている。　なお、市町村保健センターはいわゆる行政機関ではない。その意味では市町村保健センターの母子保健・子ども家庭相談の機能について考察することは、市町村における母子保健部門の子ども家庭相談体制上の役割・機能を考察することにほかならないことに留意することが必要である。2．実態調査について（1）調査方法及び回収結果　抽出した市町村保健センターに対し、平成13年10月に質問紙による調査票を郵送配布し、郵送回収した。配布数並びに回収数、回収率は以下のとおりであった。配布数　　　669件回収数　　　　430件有効回収数　　429件回収率　　　　64．3％有効回収率　　64．1％（2）調査項目　調査項目は、市町村保健センターの運営実態と子育て相談に関する母子保健関係業務への取り組み実態を把握することを目的に作成した。その際、　（社）全国保健センター連合会・（財）地域社会振興財団地域社会健康科学研究所保健科学学研究部門が実施した「平成12年度市町村保健センター及び類似施設基礎調査、保健福祉活動の現状と課題に関する全国実態調査」と、厚生労働省が全国市町村に対して実施しているr保健婦・士活動調査」の調査項目を参考とした。　また、相談機関ごとの特性を把握することが本研究の目的でもあるため、児童相談所調査や家庭児童相談室調査結果と比較・分析分析できるよう、児童福祉実施体制についての項目は、過去の先行研究と同様の項目を使用した。その他、平成13年度こども未来財団委託調査r子育て支援ネットワークに関する調査研究事業」において柏女らが実施した全国の市における子育て支援ネットワークの実態に関する調査についても参考とした。　主な調査項目は、報告末に掲載した参考資料r市町村保健センターの運営と子育て相談に関する実態調査票」94柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析を参照されたい。皿研究結果1．市町村保健センターの属性　本調査に回答した施設の名称は、r保健センター」が57．8％で最も多く、次いで「保健福祉センター」の1L7％であった（表1）。回答者の所属部署は、　r保健福祉課」が16．1％で最も多く、次いでr保健センター」（10．5％）であった（表2）。　回答者職名はrN．A」とrその他」で5割を占めており、本調査では職名による分析は不可能であった（表3）。しかし、回答者の職種では、r保健婦」が87．9％を占め、r事務職」の回答は6．5％にすぎなかった（表4）。このように、本調査は現場で働く保健婦（士）による回答であり、行政的な位置づけについては再確認を要する部分があるといえる。　回答した市町村保健センターが存在する自治体の人口規模をみると、r2万人以上5万人未満」のところが2L9％と最も多く、次いでr1万人以上2万人未満」の19。6％であった。また、r叫姉・保健所政令市」が3．0％、　r政令指定都市」がL2％、r特別区」が2．8％であった（表5）。2．市町村保健センターの概要（1）組織形態・業務管轄部署市町村保健センターの業務管轄部署は、r保健部門」が42．4％で最も多く、次いで「保健・福祉部門」の35．4％であった。福祉との統合部署によって管轄されているところと、そうでないところでは業務内容や活動範囲に差があることがうかがえたものの、統計的有意差が得られる違いはなかった（表6）。　市町村保健センターの組織形態は、r単独」によるものが65．5％と最も多く、r福祉部門との統合」は20．7％であった。表6でみたとおり、統括部署では、r保健・福祉部門」の管轄となっているセンターが35．6％であったのに対し、組織形態としては独立が多くなっており、実際の日常業務上の組織と統轄体制に違いがあることがわかった。このことは、センターの立地（設置場所）の問題とともに、昨年度のヒアリング調査においても指摘されており、両部門が日常的に顔を合わせで清報を共有できる組織形態の重要性について検討する余地があることが示唆される（表7）。（2）立地条件・建物の形態・周辺地域の槻兄　センターの立地（駅からの距離）をみると、r最寄り駅の交通機関から徒歩10分以内」にあるものが69．7％、r最寄り駅の交通機関から徒歩10分以上」が28．0％で、約7割が比較的アクセスしやすい場所に立地していることがわかった（表8−1）。　センターの周辺地域は、　r住宅地域」が50．6％と半数を占めており、次いでr農業地域」が28．0％、r商業地域」が18．6％であった（表8−2）。建物の形態は、r独立建て」が51．5％と半分以上を占め、r公共施設との合築・併設」は35．7％であった。その他にはr本庁庁舎の一部」（4．7％）等がみられた（表8−3）。（3）専門職員の有無、人数、対人口人員　保健センターにおける母子保健・子育て相談業務に関わる専門職員についてみると、配置割合が最も高いのはr保健婦（士）」で98．6％であったが、保健婦（士）を置いていないところも3か所あった。次いで、配置割合が高いのはr栄養士」の81．4％で、次にr事務職員」の62．5％であった。　そのうち常勤職員についてみると、r保健婦（士）」が61．0％で、他の専門職員よりも常勤雇用の割合が高かった。　r保健婦（士）」は、r兼務」、　r非常勤」も他職種より相対的に多く、保健センターの中核専門職として多様な雇用形態で勤務していることが明らかになった。　一方、常勤と非常勤の差が最も多いのは、r臨床心理士」、r助産婦」、r医師」の順であった。職員がいない割合が最も高いのは、r臨床心理士」、r保育士」、「医師」の順であった。　また、保健婦（士）一人当たりの人口はrlOOO人未満」からr20000人以上」まで幅があるが、最も多いのはr2000人」、r4000人」で、いずれも9。8％であった。ただし、この回答には、保健婦（士）以外で母子保健・子育て支援相談を担当している者の数も含まれている可能性があることに留意する必要がある（表9−1〜9−11）。（4）健診業務の実施状況健康診査の業務の実施状況をみると、　r直営実施」の割合が最も高いのはr3歳児健診」の93．9％であり、次いでr1歳6か月児健診」の90．2％であった。r3か月児健診」やr乳児健診」は、他の健診業務に比べr未実施」割合が高かったため、委託の状況を正確に把握することはできなかった。　法定健診であるr1歳6か月児健診」とr3歳児健一95一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集診」でr部分委託」の状況を比べてみると、r1歳6か月児健診」の方が若干ではあるが、部分委託、全委託ともに割合が高かった。また、質問項目にあげた4つの健診以外にrその他の健診」を実施していると回答したところは47．8％で、約半数が独自の健診を実施していることがわかった。そのうち、最も多く挙げられていたのがr2歳児健診」であった（表10−1，2）。　健診業務の委託についての考え方は、82．3％がr健診業務を行うことによって家庭の子育てや子どもの育ちの状況がわかるため、これ以上（今後も）委託する予定はない」という回答であった。　昨年度のヒアリング調査においては、健診業務の委託を進めることによるメリットを挙げる例がみられたが、本年度の実態調査では、r健診業務負担を軽減することで、地域のフィールドワークの時間を確保することができるため、できるだけ委託する方向にある」と回答したところは、3．0％（13件）に過ぎなかった。これは、委託の方が費用がかかるため、予算補助割合の高い法定健診は、財政的な事情から直営を選択するという意図が背景にあることも考慮する必要がある（表11）。3．子育て相談業務の運営状況（1）相談総合窓口について　センター設置の当該自治体における子育て相談を含む総合相談窓口設置の有無についてみると、r設置している」ところが50．1％、　「設置していない」ところが48．0％であった。「設置している」と回答したところに対し、その設置場所について尋ねたところ、r保健センター内」にあると回答したところが64．2％と最も高く、次いで「その他」の15．8％であった。rその他」の内訳として最も多かったのはr市役所」であった。総合相談窓口で対応する職員の職種は、r保健婦（士）」が8L9％と最も高かった（表12−2，3）。（2）子育て相談実施槻兄　子育て相談実施の頻度を、r来所相談」、r面接相談」、　r電話相談」の別ごとにみると、　r来所相談」はr開催日を決めている」のが45．7％と高いが、r随時」による相談も43．8％が行っていることがわかった。「開催日を決めている」ところでは、月1回（38．8％）、2回（21．9％）が多く、週2回以上行っているところは2割に満たなかった（表13−1−1，2）。　「面接相談（家庭訪問も含む）」では、「随時」によるものが93．0％と圧倒的に高かった。同じくr開催日を決めている」ところでは、月1回（37．5％）、2回（25．0％）が約6割程度であった（表13−2−1，2）。次にr電話相談」の状況をみると、これもr随時」が93．7％と最も高かった。しかし、r開催日を決めている」場合も、週2回以上の開催が半数、週1回を加えると8割が実施しており、他の相談形式とは異なり開催頻度が高かった（表13−3−1，2）。　次に、家庭訪問、電話相談、来所相談の3っの相談形態を挙げてそれらの業務量をたずねたところ、来所相談の割合が38．2％でもっとも高かったものの、他の割合も大きな違いはなく、全体としてバランスのとれた結果であった（表14）。（3）講座回数　平成12年度の1年間におけるr親子を対象とした各種講座（育児講座・育児グループ等）」の開催回数はr5回未満」からr100回以上」の幅で回答があったが、最高では242回という回答があった。最も多い割合を占めたのはr10回以上」（17．0％）で、月に1回のペースで開催していると考えられる。しかし、保健センターの業務状況では、定期的開催ではなく、一定期問内に集中して開催するという形式をとるセンターもあり、平均してもあまり意味がないとも考えられた（表15）。（4）スーパービジョンの体制　スーパービジョンの体制は「随時行っている」が33．1％と最も多く、次いで「同僚保健婦（士）同士で行う」の31．7％であった。しかし、この質問のrスーパービジョン」の解釈が回答者によって異なっており、センター外部職員を招いてのケース検討的なものも併せて回答していることがうかがえた（表16）。（5）相談経路　センターに持ち込まれる相談経路のうち多いのは「保護者」によるもので、96．7％に上った。次いでr保育所」からの相談が37．5％、r福祉事務所（家庭児童相談室）」からが14．7％であった。同じ就学削瞳を女橡としているr幼稚園」カ・らの相談は0．9％と大変低く、同じくr教育委員会・教育相談室」も保健センターとの連携があまりないことがうかがえる結果となった。これは、福祉施設である保育所の方がセンターとの協力に対して抵抗が少ないこと、福祉と保健の連携の方が教育と保健との連携よりも行いやすいこと等が理由と考えられる（表17）。（6）ネ目談1対象鰯冷一96一柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析相談文橡となる子どものうち最も多い年齢層はr低年齢児（O〜2歳）」で、97．0％であった。次いでr幼児（3〜6歳）」の86。0％で、他の年齢層については殆ど対象としていなかった（表18）。（7）相談回数面接相談及び電話相談において1事例当たりの相談に要する回数をみると、r助言や他機関の紹介等だいたい1〜2回の相談で終わる」ものが70．6％を占めていた。次いでr3〜4回の相談で終わる」の15．6％であった（表19）。（8）相談主訴センターが受け付けている相談のうち、主訴として最も多いものはr発育・発達」に関するもので、62．9％を占めた。そのほかの主訴への分散はほとんどなく、r子育て不安・育児ストレス」、r健康・医学的問題」がそれぞれ1割程度あったに止まっていた（表20）。4．保健婦（士）の体制（1）役割分担母子保健・子育て相談に関する継続ケースの担当における保健婦（士）の役割にっいては、r地域担当の保健婦が受け持つ」とする地区担当制をとっているところが75．1％と最も多かった。r個別問題に応じて、担当保健婦が受け持つ」というところは11．9％に止まっており、保健婦に固有なアプローチである地域住民に対する継続的支援体制をとっているところが多かった。　特に継続ケースの場合は、問題が複層的に絡み合っている場合があり、個別問題ごとに対応していては適切なケアに結びつかない場合があり、地区担当が継続的にかかわることによって、総合的な解決が得られるというメリットがあるといえよう（表21）。（2）業務配分母子保健業務における地区担当保健婦の通常の一ヶ月間における業務時間配分を考えたときに最も関わる時間が多いもの上位3っを挙げてもらったところ、第一位はr健診業務jで49．9％、次いでr相談・面接（家庭訪問を含む）」の24．9％であった。第二位はr相談・面接（家庭訪問を含む）」が35．7％で最も高かった。第三位はr指導・相談の計画、準備等に関わる業務」の20。3％であった（表22）。　第一位に3点、第二位に2点、第三位に1点としてポイント計算すると、最も時間数が多く割かれている業務は「健診業務」で、次いで「相談・面接（家庭訪問を含む）」、r指導・相談の計画、準備などに関わる業務」の順であった（図1）。5．地域関連機関との連携（1）現在の連携槻兄市町村保健センターにおいて、子育て相談活動を充実していくために今後特に強化が必要と考える連携先として最も多く挙げられたのがr福祉部局・機関」で、59．9％であった。次いで、「教育部局・機関」の32．4％であった。保健と福祉の連携が求められ、取り組まれて久しいが、子育て相談活動においてはさらなる連携の必要があると考えられていることがうかがえる（表23）。（2）今後の連携市町村保健センターと地域の関係機関との連携に関して、r行政機関」と「施設」それぞれについて、rよく連携協力しているもの」とrほとんど関わりのないもの」について挙げてもらった。　まず、行政機関についてみると、rよく連携協力しているもの」として最も多かったのはr児童相談所」（78．6％）とr福祉事務所（家庭児童相談室）」（66．9％）であった。次いでr教育委員会・教育相談室」の53．8％、rその他」22．1％の順であった。rその他」には、県などの保健所が多く挙げられていた。　先の相談経路では教育関係部局からの相談が少ないことが明らかになったが、保健センターは日常的に障害児の就学相談などで教育委員会と多くの連携をもっていることから、この問での回答はr関係性」の程度を示しているものとして読みとることが適当であろう。　また、rほとんど関わりのないもの」として挙げられた行政機関としては、　r家庭裁判所」（85．5％）、r少年サポー一トセンター」（64．3％）、r警察」（47．3％）、r婦人相談所」（42．7％）の順であった。センターが子ども虐待の事例に関わることはあっても被虐待児の法的措置にはあまり関係しないこともあり、司法関係の機関とは関わりが薄いという実態であった（表24）。　次に、r施設」についてみると、rよく連携協力しているもの」として圧倒的に多く挙げられたのはr保育所」で85．8％に上った。次に多かったのはr医療機関」の52．0％であった。反対に「ほとんどかかわりのないもの」としては、rいのちの電話等の電話相談」（75．3％）、　r母子生活支援施設」（59．2％）、B瞳養護施設・乳児院」（45．7％）と続いており、要保護児童関係の福祉施設とは関係が薄いことが明らかになった。しかし、こ一97一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集れらの施設は数が少なく地域偏在がみられるため、解釈には注意を要する（表25）。6。子ども虐待・ネグレクトヘの対応（1）ケースヘの対応の状況　子ども虐待・ネグレクト等のケースヘの対応状況について、通告、相談、他機関紹介の3つに分けて尋ねた。その結果、通告、相談、他機関紹介ともに、頻度はrたまにある」が最も多く、通告は40．3％、相談は51．5％、他機関紹介は47．8％であった。「あまりない」の割合が一番高いのは通告で35．0％であった。センターは、虐待・ネグレクトのケースに関わることはあるものの、全体的にみれば頻回ではないといえる（表26）。（2）子ども虐待防止ネットワークの状況　子ども虐待問題に対する相談を受ける中心として最も多かったのはr児童福祉部局」の42．7％で、次いでr保健部局」の35．4％であった。子ども虐待への対応の中心部局はやや児童福祉部局が多いものの、保健部局や両者が統合して対応するところもみられ、虐待問題は3瞳福祉部局だけで解決できるものではなく、横断的な対応が必要であるという理解も広がりつつあるようである（表27）。　子ども虐待防止ネットワークの有無をみると、rある」と回答したものが24．7％、「ない」ところが73．7％であった。また、「ある」と回答したところに対して、ネットワークの中心を担っている機関はどこか尋ねたところ、最も多かったのはr児童福祉課」の48．1％で、次いで「児童相談所」の24．5％であった。　加えて、その子ども虐待防止ネットワークの中心となっている専門職をみると、r型瞳福祉司」の26．4％が最も多かった。その次に多かったrその他」（23．6％）の中で挙げられていたのは事務職、相談員などであったが、r決まっていない」とするところもあり、ネットワークの機能が十分に果たされていないところもあることがうかがえる。それは、ネットワーク・ミーティングの開催状況にも表れており、r開かない」と回答したところも11．3％あった。しかし、「必ず開く」が13．2％、rよく開く」が37．7％であり、約半数のところにおいてネットワークが実質的に機能していると読みとることができよう（表28−1〜4）。（3）保健センターの役割子ども虐待・ネグレクトに対する保健センターの現在の役割と今後の役割について尋ねた。現在の役割として最も多かったのはr家庭訪問による家族支援」で、56．2％に上った。次いでr予防・啓発・教育」（16．6％）、r虐待・ネグレクトの発見・通告」（13．3％）の順であった。　今後の方向ではr予防・啓発・教育」が52．4％と最も多く、次いで「ネットワーク・ミーティングのコーディネート」が14．0％、r家庭訪問による家族支援」が1L7％と続いた。rネットワーク・ミーティングのコーディネート」については、現在の役割と今後の方向の間に大きなポイント差があり、これからの課題として認識されていることがわかる。　将来的な方向性としては、現在の役割として3番目に多かったr虐待・ネグレクトの発見・通告」は6．8％に止まっていた。また、現在の中心的役割のr家庭訪問による家族支援」は今後減少し、現在は不十分な地位しか与えられていないr予防・啓発・教育」は、今後、センターの中心的役割となっていくであろうことが指摘されている。これは非常に興味深い結果であり、後の考察につなげていきたい（表29）。7．今後の市町村保健センターのあり方（1）窄目言炎分野　今後の市町村保健センターのあり方を考えるに当たり、�@近年、顕著に相談件数が増加してきている分野、�A現在、センターが力を入れて取り組んでいる分野、�B今後、センターが取り組みを強化していく分野、の三つについて該当する相談分野を挙げてもらった。�@近年、顕著に相談件数が増加している分野　著しい増加をみせていると回答した割合は、r子育て不安・育児ストレス」に関する相談が49．0％で、最も高かった。その次に挙げられたのはr発育・発達」に関する相談であったが、その割合は13．1％に止まっており、r子育て不安・育児ストレス」相談の多さが特徴的である。　3番目はr虐待・放任・放置に関する相談」の7．2％であった。これは、子育て不安や育児ストレスが高じ、深刻化・重度化した事例への対応であろうと読みとれる。�A現在、力を入れて取り組んでいる分野　これは、�@のr近年、顕著に増加している分野」と同様の結果となった。割合的には、その必要性を認識していることの表れであるのか、�@よりもr子育て不安・育児ストレス」を挙げる割合が7ポイントほど上昇していた。�B今後、取り組みを強化していく分野　今後は、現在と同様に、「子育て不安・育児ストレ一98柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析ス」関係の相談に力を入れていくべきであると考えている割合が51．0％と最も高かった。それは、日常的に増加しているという実態に速やかに対応する必要性があること、また、深刻化してしまうと、r虐待・放任・放置に関する相談」という狭義の隻瞳福祉領域の問題に入り込んでしまうという認識があるからであろう。予防を含む早期段階での対応がセンター保健婦（士）の得意とするところであり、また求められる機能でもあるという認識があることがうかがえる。　次いでr思春期の性や精神保健に関する相談」も12．1％と高くなっていた。これは、r健やか親子21」に勇点課題として挙げられていることもあり、現状での取り組みの低さと相侯って、今後の強化分野として挙げられているのであろう（表30）。（2）母子保健活動・子育て支援活動への評価　現在の市町村保健センターによる母子保健活動や子育て支援活動をどのように評価しているかにっいて尋ねたところ、r不十分なところはあるが、ある程度の成果をあげている」と回答した割合が最も高く、66．7％であった。次にr不十分な状態である」が16．3％、rなんともいえない」が7．7％と続いており、r本来の目的を果たしている」としたのは6．5％に止まった。　これにより、保健センターでの母子保麟活動・子育て支援活動は、老人や精神関係の業務とのバランスの中で行われており、必ずしも満足できるものでないと当事者自身も感じながら、日々業務を行っているという現状が明らかになった（表31）。（3）中心的機能　子育てを地域で支援していくために必要な市町村保健センターのr現在」の役割をみると、r子育てに関わる情報提供機能」が33．8％で最も高く、次にr健診時などにおける子ども虐待などの早期発見機能」（26．6％）、r家庭訪問を中心とした家庭支援機能」（21．4％）が続いた。　r今後」の役割としては、r地域ネットワークの中核機能」が50．6％と半数以上の支持を集めた。第2位のr子育てに関わる情報提供機能」は16．3％、第3位のr健診時などにおける子ども虐待などの早期発見機能」も11．2％にすぎず、r現在」の役割として認識されている業務が、今後、r地域ネットワークの中核機能」へとシフトしていくことが、市町村保健センターが地域の子育て支援活動として充実していく鍵であると：考えられていることがわかる。　先の子ども虐待・ネグレクトヘの対応としてセンターが担うべき機能（6．（3））の結果と併せてみると、この場合の地域ネットワークの中核としての働きは、健診を窓口とした一次的なレベルでの支援が中心であり、必ずしも虐待対応を中心とするものではないといえるだろう（表32）。（4）地域子育て支援のために必要とされること　子育てを地域で支援していくために市町村保健センターに必要とされることとして、第1位として最も多く挙げられたのが、r人材・人員の充実」の56．2％で、次いでr福祉、教育部局との連携の強化」の34．7％であった。第2位として多かったのは、r福祉、教育部局との連携強化」（50．6％）、r人材、人員の充実」（23．8％）、r研修の充実」（10．5％）であった。第3位としては、r研修の充実」が32．2％で最も多く、次いでr都道府県と区市町村及び保健、福祉、教育部門の役割分担の整理」の28．4％であった。　これらを第1位に3点、第2位に2点、第3位に1点としてポイント計算すると、r人材・人員の充実」とr福祉、教育部局との連携強化」が他項目を大きく引き離して多かった（表33、図2）。　また、子育てを地域で支援するために保健婦（士）に求められる知識・技術としては、第1位はr母子保健に関する知識・技術」が48．0％と半数近くを占め、次いでrカウンセリングに関する知識・技術」の2L7％であった。第2位は、rカウンセリングに関する知識・技術」が26．3％で最も高く、次いでr発達心理等に関する知識・技術」の21．9％であった。第3位は、r発達心理等に関する知識・技術」が29．4％で最も高く、次いでrカウンセリングに関する知識・技術」の22．4％であった。　これらを第1位に3点、第2位に2点、第3位に1点としてポイント計算すると、「母子保健に関する知識・技術」が最も高く、次にrカウンセリング」、「発達心理等」、r地域保健」、「ソーシャルワーク」、「医学的知識」の順に並んだ。　母子保健に関する知識・技術のさらなる習得が必要であるとの結果の背景には、現在の市町村保健センターで働く中堅ベテラン保健婦（士）が母子保健活動ではなく、介護や精神保健の方の業務を担っており、母子保健活動の方は比較的若手の人材が充てられているという現状もあると一部で指摘されている。また、子育て家庭が抱える問題の変化や複雑化などによって、カウンセリングや発達心理等心理臨床系の知識の習得が必要となってきているためといえるだろう（表34、図3）。一一9一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集8．今後の児童福祉行政のあり方（1）児童福祉実施体制のあり方全体として、市町村への権限移譲に対してはrどちらとも言えない」という意見が多く、「適当である」とr条件次第である」を加えた肯定的意見が多数を占めたのは、r保育・健全育成施策のみ」とrひとり親家庭福祉行政」についてであり、また、要保護う瞳分野については否定的見解が多くなっていた。この項目は、児童相談所、家庭児童相談室、地域子育て支援センターと過去に行ってきた実態調査においても、同様に行われたものである。今回は必ずしも福祉の現場に精通した者による回答でないため回答の解釈に幅があること、また調査女橡に町村部が過去の他調査に比べて多く含まれていることなどが、現状肯定的意見を多くしたのではないかと考えられる。この結果については、今後、他の調査とも併せ、いずれ総合的な考察を行うこととしたい（表35）。（2）機関別相談の重要性地域の子育て支援を推進するためには、それぞれの関係機関が担うべき役割を自覚し、把握し、連携をとって推進していかなければならない。児童相談所、福祉事務所（家庭児童相談室）、地域子育て支援センター一、保健所・市町村保健センター、保育所・幼稚園について、以下の8つの役割について、重要性の程度をたずねた（表36−1〜5、表37−1〜8）。＜役割項目＞○子育てネットワークのコーディネーション○養護・虐待相談○障害相談○非行相談○育児相談○不登校相談○地域の社会資源情報提供○子育てサークルの育成�@児童相談所児童相談所は、r養護・虐待相談」の役割が最も重要であると考えられており、r非常に重要」の割合が87．4％であった。次いで非常に重要の割合が高いのはr非行相談」の60．4％、r不登校相談」の45．5％であった。�A福祉事務所（家庭児童相談室）福祉事務所（家庭児童相談室）は児童相談所ほどその割合は圧倒的ではないが、　r養護・虐待相談」の役割がr非常に重要」であるというのが58．3％と最も高かった。次いでr障害相談」の47．6％、r非行相談」の42．4％と続き、比較的狭義の玉瞳福祉領域を担当するべきであると考えられていた。�B地域子育て支援センター地域子育て支援センターは、保育所実施型とそうでないタイプがあるが、役割としてはr子育てサークルの育成」70．4％、r地域の社会資源情報提供」62．7％と、地域子育て支援センター本来の機能が挙げられていた。また、r子育てネットワークのコーディネーション」（58．3％）やr育児相談」（57．6％）も高かった。�C保健所・市町村保健センター保健所・保健センターは「育児相談」が83．0％で最も高く、次いでr地域の社会資源情報提供」の71．3％であった。�D保育所・幼稚園他機関・施設に比べてr非常に重要」の割合が相対的に低く、直接処遇の施設としての機能の方が重要であると考えられていることがうかがえた。それでも、やや高かったのはr育児相談」の44．8％で、地域子育て支援センターなどを通して、こうした機能を担うことができると考えられていた。lV考察調査結果を受け、ここでは、市町村保健センターの運営並びに子ども家庭相談の実情や位置づけ、可能性等に関する若干の検討を行う。なお、本報告執筆時点では保健婦の名称はr保健師」と改正されているが、本調査実施時点では保健婦であったため、本報告では名称をr保健婦（士）」と統一した。1．市町村保健センターの制度的位置づけ・庁内組織のあり方昨年度のヒアリング調査では、r保健福祉部」やr保健福祉センター」の組織下に位置づけられたものがあり、その定義が曖昧であることが今年度調査の課題として持ち越されたという経緯があった。今回の調査により、関東甲信越地区の市町村保健センターの庁内組織の位置づけが「福祉サイド」もしくは「統合型」ではなく、「保健サイド」が多いことが明らかになった。それは保健所との機能分化により、市町村レベルでの保健対人支援を行う機関として位置づけられているという地域保健法を根拠にもっ以上、当然の結果であるといえる。　しかし、今回の調査でも結果に差が生じたr市町村保100一柏女他＝市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析健センターの業務管轄部署」とr保健センターの組織形態」の違いからみられるように、業務統括部署としては保健と福祉の統合が進んでいるものの、実際のセンターの組織は福祉と保健担当が分かれて存在しているという実態があった。今後は、r統括部局の統合」という組織体制の構築にとどめるのか、人材・スタッフ面での連携を可能にするための機能的な統合を促進するのかによって、市町村保健センターが担っていく機能自体にも違いがみられるようになるのではないだろうか。　また、組織上の違いとともに、昨年度調査からの示唆にもあったrセンターの設置場所」やr総合相談窓口の設置場所」も、市町村保健センターの日常業務の円滑性や業務内容に影響を与えていることが予想される。市町村保健センターにどのような役割をもたせるかによって配置すべき専門職の資格や勤務形態も変わってくるため、組織的な位置づけを明確にすることは、異なる専門分野間の連携を進めるうえで避けては通れない課題であるといえよう。2．健診業務の位置づけ　昨年度の結果から、健診業務に対する考え方によって、地域の子育て家庭への支援への取り組み姿勢に違いがみられるのではないかという仮説が得られた。しかし、今回の実態調査からは、r部分委託」、r全委託」を合わせても健診業務の委託率は低く、乳児健診や3か月児健診のような法定外の健診業務でも15％程度にとどまっていることが明らかになった。また、今後の健診委託についての考え方をみても、健診を通して地域の子育て家庭への支援ができるのであり今後も委託することは考えていない、というところが8割を超えるという結果であった。　これらの結果から、市町村保健センターにとって、健診業務は子育て支援をはじめとする母子保健活動の重要な業務と考えられており、健診業務に関わる業務量が最も多いことがそれを裏打ちしているといえる。健診の受診率は高く、ほとんどの母子が健診を受けているという実態から考えても、相談援助の窓□として最も有効で効率的な活動であるととらえられているのだろう。　また、昨年度のヒアリング調査では、健診業務がなくなってしまったら健康な乳児を目にする機会がなくなり、障害発見の技術も低下してしまうという意見もみられた。子育て支援活動の重要な窓口であるとともに、保健婦（士）の目を肥やす場としても機能している側面もあり、今後もセンターにとっては健診業務の重要性は高いと考えられている。3．子育て支援相談の方向性　市町村保健センターで受けている子育て相談は、「発育・発達」に関するものを中心として、r子育て不安・育児ストレス」関係のものが多くなっている。子育て不安や育児ストレスが発生する背景には、親自身の性格や生活態度、家庭観といったものがあるとともに、子どもの成長発達の程度、障害の有無等子ども側の問題もある。出産前の母親学級や指導教室から親子を支えていく役割がセンターにはあり、最も身近な相談機関として機能しているといえるだろう。　また、相談の頻度をみると、地域子育て支援センターのように1〜2回というrちょっとした相談」レベルのものからr5回以上」にも及ぶ継続的援助を必要とする相談もあり、対応する保健婦（士）のカウンセリング技術や体制などを整備していくことが必要と考えられている。さらに、継続相談の場合は、地区担当保健婦（士）が家庭訪問を行うなどによりフォローしているところが多いが、そうでないところもあり、自治体の規模や組織の位置づけなどによっても市町村保健センターの子育て相談体制が一律ではないということがいえる。4．子ども虐待・ネグレクトヘの対応　子ども虐待・ネグレクトヘの対応に関して市町村保健センターが果たしているのは、現在のところ、家庭訪問による家族支援が大きいことが明らかになった。これは、日常の保健業務の一環として家庭訪問を行うため、そこでの相談が中心になっていることが予想される。　現在は、福祉サイドにおいてファミリー・ソーシャルワークを展開する体制が構築されていないため、その部分をセンター保健婦が家庭訪問時に対応しているが、今後は、ネットワークの充実とともに、福祉分野においてファミリー・ソーシャルワークが展開できる体制を構築していくことが必要と考えられている。そして、それにともない、保健センターや保健婦の役割は、健診を通してr予防・啓発・教育」といった虐待発生予防にシフトしていくべきであると考えられている。　また、児童相談所が強制介入の機能や役割を期待されているため親が相談等に対して尻込みしてしまう場合や、素直にアドバイスを受け入れることができないというような場合に、市町村保健センターとの連携により対応できる体制を整備することが子ども虐待防止ネットワークが有効に機能するために重要であると考えられる。　保健の分野においては第一次予防から第三次予防まで一101一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集のシステムづくりの視点が進んでいるが、子ども虐待への対応についても、発見から介入、その後の再発予防としての心のケアといった予防概念の適用が可能であり、今後、保健・医療、福祉のみならずそれ以外の分野も含めた予防システムを構築していく必要があろう。そのことによって、ともすると縦割りの弊害を生んだ分野別役割分担を克服し、機能別の役割分担システムを確立していくことが必要と思われる。5．他機関との連携、役割分担市町村保健センターが現在最も連携しているところは児童相談所や福祉事務所（家庭児童相談室）であり、子ども虐待・ネグレクトの対応を中心に比較的緊密な関係が存在していると考えられる。また、保育所とは、幼稚園に比べて頻繁に情報提供・交換が行われているため、保育所からの相談照会も多くなっている。しかし、一方で連携が不十分であるのは教育委員会など教育サイドであり、特に保育所と同じ就学前児童を対象とした幼稚園との関わりが少ないということが明らかになった。　r保健・福祉」の連携とともに、今後はr福祉・保健・教育」といった子育て家庭に関わるすべての部局が横断的に関わることができるよう、子育てネットワークの構築を積極的に図っていく必要があり、その一翼を担うのが市町村保健センターであるといえるだろう。センターに対する調査であり、全国動向をこの調査で語ることに関しては慎重でなければならない。また、今回の報告は単純集計を基本としており、今後は、さらに詳細なクロス分析などを進めていかなければならない。次年度の最終報告においては、この結果をさらに詳細に分析するとともに、今回調査女橡とならなかった地域の実情も併せて考察を深めていく必要がある。そのうえで、本研究の最終目的である子ども家庭相談体制のあり方について提言を行う予定である。平成13年7月に内閣府に設置された地方分権改革推進会議に対し、厚生労働省は、r児童福祉サービスや提供体制などについて、現在都道府県や政令指定都市に置かれている児童相談所や児童福祉司の在り方を含め、子どもを取り巻く様々な環境の変化に対応し、社会保障審議会の議論を踏まえつつ今後検討する。」との具体的意見を提出した。これを受け、社会保障審議会児童部会は、今後2年程度の間に方向性を出すべく論議を開始した。児童虐待防止のためのシステム再構築も喫緊の課題である。本研究が提示する基礎的資料が、これら相談、サービス提供システムのあり方検討に些かでも寄与できることを願っている。最後に、日常業務の多忙ななかで、煩雑な調査に対して真摯に対応していただいた市町村保健センター及び市町村自治体児童福祉所管の皆様に深く感謝申し上げる。6．今後の市町村保健センターの子育て支援市町村保健センターは、自治体の社会的資源の整備の程度、人口の規模、制度的位置づけなどによって中心として担所贈1は異なってくるものの、今後は、主として二つの方向性が示唆される。その一つは、現在の家庭訪問を中心とした子育て支援から、健診業務を窓口に広く子育てに関する情報提供を行い、虐待やネグレクトを予防し、そこに至るまでの一次的な子育て支援を担っていくという方向性である。また、二つは、児童相談所や福祉事務所など児童福祉関係機関や教育機関との連携を担う地域ネットワークのコーディネーターとしての役割である。狭義の福祉的対応を担うのはそれぞれの専門機関であるとしても、それ以前の軽い段階での支援・援助機能をネットワークのなかで担っていくことにより、緩やかなネットワークの中心的存在として機能することは可能であろう。纈今回の調査は、関東甲信越地区669か所の市町村保健［文献］1）平成8年度版市町村保健センター事例集〜総合相談窓口・情報システムの現地調査報告，全国保健センター連合会，19972）厚生省健康政策局計画課他監修：これからの地域保健，中央法規出版，19943）平成12年度市町村保健センター及び類似施設基礎調査、保健福祉活動の現状と課題に関する全国実態調査調査結果報告書，全国保健センター連合会，20014〉柏女霊峰・山本真実・尾木まり・窪田和子，平成13年度子育て支援ネットワークに関する調査研究事業調査報告書，こども未来財団，20025）柏女霊峰・山本真実・谷口和加子・尾木まり・林茂男　・網野武博・新保幸男・中谷茂一・谷口純世・窪田和子，市町村保健センターの運営実態、と子ども家庭福祉相談体制の課題，日本子ども家庭総合研究所紀要，第37集，日本子ども家庭総合研究所，20016）柏女霊峰，養護と保育の視点から考える　子ども家庭福祉のゆくえ，中央法規，2001一102一柏女他二市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析〈フェイスシート＞表1施設名称項目件数％保健センター24857．8保健福祉センター5011．7市町村役場4811．2健康センター122．8保健相談センター102．3健康福祉センター61．4総合福祉センター61．4保健福祉総合センター61．4健康管理センター40．9総合保健センター20．5総合福祉保健センター20．5総合保健福祉会館20．5福祉保健センター20．5保健医療センター20．5保健福祉会館20．5保健文化センター20．5ふれあい会館20．5その他214．9N．A．20．5総数429100．0表2回答者の所属部署項目件数％保健福祉課6916．1保健センター4510．5健康福祉課399．1健康推進課399．1健康課388．9福祉健康課214．9住民課184．2健康管理課153．5保健課133．0福祉課102．3健康づくり課102．3保健福祉総務課92．1住民福祉課92．1保健指導課71．6保健衛生課51．2町民課40．9環境保健課40．9その他6214．5N．A．122．8総数429100．0表3回答者職名項目件数％係長7818．2主査4911．4主任327．5補佐255．8主事174．0所長102．3その他6114．2N．A．15736．6総数429100．0表4回答者職種項目件数％保健婦37787．9事務職286．5その他71．6N．A．174．0総数429100．0表5人ロ規模項目件数％5千人未満429．85千〜1万人未満4711．01万人以上2万人未満8419．62万人以上5万人未満9421．95万人以上10万人未満6314．710万人以上20万人未満388．920万人以上317．2中核市、保健所政令市133．0指令指定都市51．2特別区122．8総数429100．0表6市町村保健センターの業務管轄部署項目件数％本庁：企画部門40．9本庁1事業部門81．9保健所：企画部門71．6保健所：事業部門81．9保健部門18242．4保健部門：介護保険専任30．7保健・福祉部門15235．4保健・福祉部門：介護保険任266．1福祉部門174．0福祉部門：介護保険専任00．0介護保険部門10．2直接介護支援サービス事業者00．0その他122．8N．A．92．1総数429100．0一103一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1．市町村保健センターについて表7保健センターの組織形態項目件数％単独28165．5福祉部門と統合8920．7その他5312．4N．A．61．4総数429100．0表8立地条件表8−1駅からの距離項目件数％最寄の交通機関から徒歩10以内29969．7最寄の交通機関から徒歩10以上12028．0N．A．102．3総数429100．0表8−2周辺地域項目件数％商業地域8018．6住宅地域21750．6農業地域12028．0漁業地域00．0工業地域20．5N．A．102．3総数429100．0表8−3建物の形態項目件数％独立建て22151．5公共施設との合築・併設15335．7民間施設との合築122．8本庁庁舎の一部204．7その他163．7N．A．71．6総数429100．0皿．市町村保健センターにおける母子保健・子育て相談業務の運営状況表9−1専門職員の有無総数ありなしN．A．常勤兼務非常勤保健婦（士）42900．04238．62581．02519．31812．8　3．7　3．7医師42900．01556．110．5　160．31346．51320．81423．1保育士42900．01464．0　8．511．51331．11382．21453．8臨床心理士42900．01361．7　3．2　5．71305．61494．71443．6事務職員42900．02682．51298．11246．3　758．0　726．8　890．7栄養士42900．03491．41400．11544．11667．634．9460．7歯科衛生士42900．02508．3468．4406．02093．6　747．21054．5助産婦42900．01832．7　9．9　4．21766．21259．11218．2看護婦42900．02549．2468．1405．72133．9808．6　952．1＊常勤・兼務・非常勤は「あり」の内比（MA）一104一柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析表9−2保健婦（士）人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総計件数％件数％件数％1人184．2409．3102．32人358．2388．96114．23人4410．3368．46815．94人347．9296．85212．15人255．8214．9337．76人225．1266．14610．77人225．1163．7337．78人204．7122．8307．09人61．471．6112．610人以上255．8204．76214．520人以上61．461．4133．00人8118．94811．240．9N．A．9121．213030．361．4総数429100．0429100．0429100．0表9−3保健婦（士）一人あたり担当人ロカテゴリ件数％1000人未満194．41000人以上184．22000人以上429．83000人以上368．44000人以上429．85000人以上347．96000人以上266．17000人以上235．48000人以上122．89000人以上204．710000人以上143．311000人以上81．912000人以上122．813000人以上92．114000人以上153．515000人以上225．120000人以上245．6N．A．5312．4総数429100表9−4医師人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人81．9112．6112．62人10．230．730．73人00．000．000．04人00．000．000．05人以上10．220．520．50人20547．816538．516538．5N．A．21449．924857．824857．8総数429100．0429100．0429100．0一105一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表9−5　保育士人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人71．661．4133．02人00．020．520．53人00．010．210．24人00．000．000．05人以上10．220．530．70人20848．516939．420948．7N．A．21349．724958．020146．9総数429100．0429100．0429100．0表9−6臨床心理士人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人30．740．961．42人00．010．220．50人21149．217039．627664．3N．A21550．125459．214533．8総数429100．0429100．0429100．0表9−7事務職員人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人5713．36414．910324．02人368．4296．86515．23人184．2163．7327．54人61．461．4163．75人以上122．892．1225．10人13431．210123．510324．0N．A．16638．720447．68820．5総数429100．0429100．0429100．0表9−8栄養士人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人12328．713431．222652．72人133．0163．74310．03人20．510．240．94人10．210．220．55人以上10．220．540．90人13631．79722．610023．3N．A．15335．717841．55011．7総数429100．0429100．0429100．0表9−9歯科衛生士人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人317．2266．1429．82人92．192．1235．43人10．220．530．74人40．900．040．95人以上10．230．751．20人18242．414734．324657．3N．A．20146．924256．410624．7総数429100．0429100．0429100．0一106柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析表9−10助産婦人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人71．630．781．92人20．510．240．90人20848．517240．129769．2N．A．21249．425359．012028．0総数429100．0429100．0429100．0表9−11看護婦人数常勤・専任常勤・兼務常勤・総数件数％件数％件数％1人358．2327．56114．22人71．651．2133．03人20．510．240．94人00．020．520．55人以上20．500．020．50人17941．714934．724857．8N．A20447．624055．99923．1総数429100．0429100．0429100．0表10−1健診業務総数直営実施部分委託全委託未実施N．A�@乳児健診42900．02836．025．8450．5583．518．2�A1歳6か月児健診42900．03870．231．281．900．030．7�B3歳児健診42900．04033．919．440．910．220．5�C3か月児健診42900．02272．913．0481．21115．930．0表10−2その他の幼児健診の有無項目件数％あり20547．8なし22251．7N．A．20．5総数429100．0表11健診業務の委託について項目件数％健診業務負担を軽減することで、地域でのフィールドワーク時間を確保することができるため、できるだけ委託する方にある。133．0健診業務を行うことによって、家庭の子育てや子どもの育ち状況がわかるため、これ以上（今後も）委託する予定はな。35382．3健診業務は、医師会との調整が必要であるため、よくわからい337．7その他194．4N，A．112．6総数429100．0一107一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集皿子育て相談表12刊総合相談窓ロの設置項目件数％している21550．1していない20648．0N．A．81．9総数429100．0表12−2総合相談窓ロ設置の場所項目件数％保健センター内13864．2福祉事務所94．2保健福祉センター3014．0その他3415．8N．A．41．9総数215100．0表12−3総合相談窓口で対応する職種項目件数％保健婦（士）17681．9保育士94．2社会福祉主20．9その他73．3N．A．219．8総数215100．0表13子育て相談実施の頻度表13−1刊来所相談項目件数％随時18843．8開催日を決めている19645．7特に行っていない30．7その他358．2N．A71．6総数429100．0表13−1−2来所相談開催日数（月）カテゴリ件数％1回7638．82回4321．93回189．24回2412．25回以上178．79回以上105．1N．A．84．1総数196100．0表13−2−1面接相談（家庭訪問を含む）項目件数％随時39993．0開催日を決めている81．9特に行っていない30．7その他112．6N．A．81．9総数429100．0表13−2−2面接相談開催日数（月）カテゴリ件数％1回337．52回225．03回00．04回112．55回以上225．09回以上00．0総数8100．0表13−3−1電話相談項目件数％随時40293．7開催日を決めている102．3特に行っていない51．2その他51．2N．A．71．6総数429100．0表13−3−2電話相談開催日数（月）カテゴリ件数％1回110．02回00．03回00．04回110．05回以上330．09回以上550．0総数10100．0一108一表14業務量の多い活動項目件数％家庭訪問11627．0電話相談13331．0来所相談16438．2N．A．163．7総数429100．0表16スーパービジョンの体制柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　表15「親子を対象とした各種講座』の開催回数（年間）項目件数％随時行っている14233．1定期的に上司に相談286．5同僚保健婦（士）同士で行う13631．7定例会議として実施347．9その他327．5N．A．5713．3総数429100．0表17相談経路（MA）項目件数％保護者41596．7子ども本人10．2民生・児童委員204．7児童相談所255．8教育委員会・教育相談室61．4福祉事務所（家庭児童相談室）6314．7幼稚園40．9保育所16137．5小中学校40．9高等学校00．0行政の窓ロ409．3地域子育て支援センター102．3医療機関143．3その他255．8N。A．51．2総数429100．0カテゴリ件数％5回未満388．95回以上4410．310回以上7317．015回以上419．620回以上6515．230回以上399．140回以上317．250回以上429．8100回以上153．50回225．1N．A．194．4総数429100．0表18年齢層（MA）項目件数％低年齢児0〜2歳）41697．0幼児3〜6歳）36986．0小学校低学児童51．2小学校高学児童10．2中学生10．2高校生00．0N．A．30．7総数429100．0一109一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表191事例あたりの相談に要する回数項目件数％助言や他機関の紹介等だいい1〜2回の相談で終わる30370．63〜4回の相談で終わる6715．65回以上相談が続く153．510回以上20．5その他327．5N．A．102．3総数429100．0∬1保健婦（士〉の体制表21保健婦同士の役割分担項目件数％そのケースを最初に受けた保婦が担当する204．7地域担当の保健婦が受け持つ32275．1個別問題に応じて、担当保健が受け持つ5111．9相談の曜日によって担当を決る10．2担当は一人である194．4その他143．3N．A．20．5総数429100．0表20相談の主訴として最も多いもの項目件数％発育・発達27062．9子育て不安・育児ストレス5713．3健康・医学的問題4711．0基本的生活習慣133．0しつけ・教育10．2家族関係・親子関係10．2虐待・放任・放置に関する相談10．2障害に関する相談10．2不登校・ひきこもりに関する談10．2就労との両立に関すること00．0経済的問題00．0子育て以外の家族関係00．0養護相談00．0非行に関する相談00．0思春期の性や精神保健に関る相談00．0医療機関等の紹介に関すると00．0その他71．6特にない10．2N．A．296．8総数429100．0表22関わる時間が多い業務第1位第2位第3位ポイント計算項目件数％件数％件数％指導・相談の計画、準備等にわる業務5512．85412．68720．30．84健診業務21449．911125．94711．02．12相談・面接（家庭訪問を含む）10724．915335．77116．61．63電話相談102．3327．55813．50．35協議・会議、事務連絡電話を含む）81．9122．8296．80．18指導・相談の記録作成等の業30．7337．77818．20．36その他の事務処理業務235．4235．44510．50．37N．A．92．1112．6143．3総数429100．0429100．0429100．0　　　相談・面接（家庭訪問を含む）l　指導・相談の計画、準備等に関わる業務　　　　　　　　　0．84　　　指醐談の記録作成等の業務…嗣α16…　i　　　　　　　　　　電話相談團0．35騰会議・事務連絡（電話を含む）1層・18…　i　　　　　その他の事務処理業務i團0．37　　　　1　　　　i　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　l　　　　　　　　L　　　　　　　　　』　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　0．50　　　　　1．00　　　　　1．50　　　　　　　　　　　図1関わる時間が多い業務ポイント計算　i　　2．602．12　卜2．50一110柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析V地域の関連機関との連携表23今後強化が必要と考える連携先項目件数％福祉部局・機関25759．9教育部局・機関13932．4医療関係部局・機関174．0労働関係部局・機関20．5その他51．2N．A．92．1総数429100．0表24地域の関連機関との連携く行政機関＞（MA）よく連携協力しているものほとんどかかわりがないもの項目件数％件数％警察255．820347．3家庭裁判所00．036785．5精神保健福祉センター4711．07016．3教育委員会・教育相談室23153．8184．2少年サポートセンター20．527664．3児童相談所33778．620．5婦人相談所214．918342．7福祉事務所（家庭児童相談室）28766．920．5その他9522．110．2N．A．245．6378．6総数429100．0429100．0表25地域の関連機関との連携く施設群＞（MA）よく連携協力しているものほとんどかかわりがないもの項目件数％件数％医療機関22352．081．9学校13431．2225．1児童養護施設・乳児院61．419645．7保育所36885．830．7地域子育て支援センター7818．26414．9幼稚園9622．4399．1児童館4610．78920．7母子生活支援施設61．425459．2障害児関係施設10023．35111．9児童委員・主任児童委員12629．4245．6いのちの電話等の電話相談10．232375．3その他51．210．2N．A．163．7409．3総数429100．0429100．0VI子ども虐待・ネグレクトの対応表26子ども虐待・ネグレクト等のケースの対応�@通告�A相談�B他機関紹介項目件数％件数％件数％よくある102．3337．7266．1たまにある17340．322151．520547．8あまりない15035．012128．212629．4全くない8419．64610．75913．8N．A．122．881．9133．0総数429100．0429100．0429100．0一111一項目件数％児童福祉部局18342．7保健部局15235．4統合している5111．9その他317．2N．A，122．8総数429100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表27子ども虐待問題に対する相談の中心となる部局　　　　　　　　　表28−1子ども虐待防止ネットワークの有無表28−2子ども虐待防止ネットワークの中心機関項目件数％児童相談所2624．5児童福祉施設（保育所を含）43．8児童福祉課5148．1福祉事務所87．5市町村保健センター65．7医療機関00．0学校00．0その他98．5NA21．9総数106100．0項目件数％ある10624．7ない31673．7N．A。71．6総数429100．0項目件数％児童福祉司2826．4児童指導員・育士1110．4心理判定員32．8社会福祉主1211．3保健婦1615．1教師10．9医師43．8その他2523．6N．A．65．7総数106100．0表28−3子ども虐待防止ネットワークの中心となる専門職表28叫ネットワーク・ミーティングの開催状況項目件数％必ず開く1413．2よく開く4037．7あまり開かない3533．0開かない1211．3N．A．54．7総数106100．0表29子ども虐待・ネグレクトに対する市町村保健センターの現在の役割項目現在の役割今後の方向件数％件数％家庭訪問による家族支援24156．25011．7ネットワーク・ミーティングのコーディネート163．76014．0各種在宅保健福祉サービスの情報提供、紹、コーディネート255．8378．6虐待・ネグレクトの発見・通告5713．3296．8予防・啓発・教育7116．622552．4その他10．240．9N．A．184．2245．6総数429100．0429100．0一112一　　　　　　　　　　　　　柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析、皿今後の市町村保健センターの在り方及び児童家庭福祉実施体制の課題表30相談分野項目�@相談件数が増加の分野�A力を入れて取り組んでい　　る相談分野�B今後強化していく相談分野件数％件数％件数％発育・発達5613．15913．871．6健康・医学関係194．4133．040．9しつけ・教育92．110．220．5基本的生活習慣163．7409．3174．0家族関係・親子関係214．9235．4409．3子育て不安・育児ストレス21049．024356．621951．0就労との両立に関すること10．200．000．0経済的問題10．200．000．0子育て以外の家族関係00．000．020．5養護相談10．200．000．0虐待・放任・放置に関する相談317．281．9358．2障害に関する相談30．761．440．9非行に関する相談10．200．000．0不登校・ひきこもりに関する相談61．400．071．6思春期の性や精神保健に関する相談40．940．95212．1医療機関等の紹介に関すること00．000．010．2その他40．961．4133．0特にない286．5112．640．9N．A．184．2153．5225．1総数429100．0429100．0429100．0表31母子保健活動、子育て支援活動への評価項目件数％市町村保健センターの母子保健業務目的に致した本来の目的を果たしている286．5不十分なところはあるが、ある程度の成果をげている28666．7不十分な状態である7016．3なんともいえない337．7その他00．0N．A．122．8総数429100．0表32市町村保健センターの役割項目現在の中心機能今後の機能件数％件数％地域ネットワークの中核機能327．521750．6家庭訪問を中心とした家庭支援機能9221．4327．5親たちの居場所提供機能153．5184．2子ども虐待など家庭に強制的に介入する機00．020．5健診時などにおける子ども虐待などの早期見機能11426．64811．2子育てに関わる情報提供機能14533．87016．3親や思春期の子どもの精神的問題に対する療援助機能00．051．2その他143．3133．0N．A．174．0245．6総数429100．0429100．0一113一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表33子育てを地域で支援するために、市町村保健センターに必要とされること項目第1位第2位第3位ポイント計算件数％件数％件数％人材、人員の充実24156．210223．85312．42．28福祉、教育部局との連携の強14934．721750．6327．52．13家庭への介入その他の権限強化30．7112．6409．30．17研修の充実51．24510．513832．20．57都道府県と区市町村及び保健、祉、教育部門の役割分担の整204．7409．312228．40．61その他30．730．7133．00．07N．A．81．9112．6317．2総数429100．0429100．0429100．0　　　　　　　　福祉、教育部局との連携の強化※：※：※：※’※1・：※’※：※＝※：※：※：※：※1※’※1’都道府県と区市町村及び保健、福祉．教育部門の役割分担の整理旧※1∴1※：※＝一・臼：※；：’：※：』※：’　061　　　　　　　　　　　　　研修…i圏・57　　　　　　　　家庭への介入その他醐の強化轡・・171　　　　　　　　　　　　　　　その他β…7、1　　　　　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　　　0．50ー0　6　ト　I　I　I　F　ヒ1．50　　　　　2．2珪　　　2．131　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　I　　　　l　l　　　　　　　l　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　！2．00　　　　　　2．50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2市町村保健センターに必要とされること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント計算表34子育てを地域で支援するために、保健婦（士）に求められる知識・技術項目第1位第2位第3位ポイント計算件数％件数％件数％母子保健に関する知識・技術20648．05813．56114．21．85地域保健に関する知識・技術5512．88118．9337．70．84医学的知識・技術40．9122．8286．50．15カウンセリングに関する知識・術9321．711326．39622．41．40ソーシャルワークに関する知・技術255．85813．56114．20．59発達心理等に関する知識・技347．9942葦．912629．40．97その他40．920．581．90．06N．A．81．9112．6163．7総数429100．0429100．0429100．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　母子保健に関する知識・技術虚�o∵潔・∵晶F∴∵∴’�`∵・∵・w∴’∴∵幽∵一　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　カウンセリングに関する知識・技術！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発達心理等に関する知識・技術i，　　　　、　　　　P、97　　　地域保健に関する知識・技術1，　　　　　　　α輿ソー　ワーク1鄭：瀦爵鰍　　　　　　　　　　　　その他◎0．06　　1　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　0．00　　　　　　　　0．50　　　　　　　　1．00　　　　　　　　　　　図3保健婦（士）に求められる知識　　　　　　　　　　　　　　　　ポイント計算1，毎0　1　［　し1．50518　　　1「』FI2．00一114一柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析棚：今後の児童福祉行政のあり方表35児童家庭福祉実施体制のあり方総数適当である条件次第あるどちらともえない　あまり当ではない不適当であるN．A．�@現行の保育・健全育成策のみ区市町村で実施42900．0870．31177．31167．0542．615．540．3�A障害児福祉行政につては区市町村で実施42900．0624．51279．61064．7685．928．538．9�Bひとり親家庭福祉行政区市町村で実施42900．0941．91300．31238．734．992．139．1�C要養護・非行・情緒障害児は区市町村で実施42900．011．6788．21259．11300．3481．237．6�D在宅サービスのみ市町村で実施42900．035．21187．51494．7706．319．438．9�Eすべての児童福祉行について区市町村で実施42900．022．1808．61208．01167．0522．139．1�Fその他42900．010．200．000．000．000．042900．0表36−1児童相談所総数非常に重要重要あまり要でない必要ないN．A．1）子育てネットワークのーディネーション42900．01187．51402．61095．427．335．22）養護・虐待・相談42900．03757．425．8　1．220．526．13）障害相談42900．01812．21709．638．951．235．24）非行相談42900．02590．41228．415．540．929．85）育児相談42900．031．21494．71771．336．436．46）不登校相談42900．01955．51607．336．440．934．97）地域の社会資源報提供42900．01167．01771．3859．816．735．28）子育てサークルの育成42900．071．6440．31965．71433．339．1総数非常に重要重要あまり要でない必要ないN．A．1）子育てネットワークのーディネーション42900．01177．31566．4982．818．240．32）養護・虐待・相談42900．02508．31320．811．630．733．73）障害相談42900．02047．61484．538．930．736．44）非行相談42900．01822．41586．8481．251．236．45）育児相談42900．0604．01709．61310．529．839．16）不登校相談42900．01648．21648．2624．571．632．57）地域の社会資源報提供42900．01617．51771．3440．371．640．38）子育てサークルの育成42900．030．0993．11617．5982．841．6表36−2福祉事務所（家庭児童相談室）一115日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表36−3地域子育て支援センター総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A1）子育てネットワークのーディネーション42900．02508．31156．821．930．740．32）養護・虐待・相談42900．01259．12242．225．871．6481．23）障害相談42900．0614．22037．31023．811．6522．14）非行相談42900．0491．41474．31464．033．7542．65）育児相談42900．02477．61208．012．830．7471．06）不登校相談42900．0501．71556．11402．633．7511．97）地域の社会資源報提供42900．02692．71044．210．330．7430．08）子育てサークルの育成42900．03020．4675．610．351．2450．5表36−4保健所・保健センター総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．1）子育てネットワークのーディネーション42900．02211．51699．414．320．523．42）養護・虐待・相談42900．01740．62180．861．420．529．83）障害相談42900．01668．72170．618．230．725．84）非行相談42900．030．01535．71853．127．334．95）育児相談42900．03563．0460．720．520．523．46）不登校相談42900．039．11842．91617．519．426．17）地域の社会資源報提供42900．03061．3911．261．430．723．48）子育てサークルの育成42900．02068．01719．924．630．725．8表36−5保育所・幼稚園総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A1）子育てネットワークのーディネーション42900．0614．21965．71197．719．434．92）養護・虐待・相談42900．0901．02487．8501．771．634．93）障害相談42900．036．42262．71156．817．035．24）非行相談42900．081．9696．12180．8993．135．25）育児相談42900．01924．81883．816．730．730．06）不登校相談42900．013．0880．51935．01013．534．97）地域の社会資源報提供42900．01074．92201．3644．920．536．48）子育てサークルの育成42900．0624．51566．41371．939．135．2一116一表37刊　　　　　　　　　　柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析子育てネットワークのコーディネーション総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．01187．51402．61095．427．335．2�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．01177．31566．4982．818．240．3�B地域子育て支援センター42900．02508．31156．821．930．740．3�C保健所・保健センター42900．02211．51699．414．320．523．4�D保育所・幼稚園42900．0614．21965．7“97．719．434．9表37−2養護・虐待相談総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．03757．425．8　1．220．526．1�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．02508．31320．811．630．733．7�B地域子育て支援センター42900．01259．12242．225．871．6481．2�C保健所・保健センター42900．01740．62180．861．420．529．8�D保育所・幼稚園42900．0901．02487．8501．771．634．9表37−3障害相談総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．01812．21709．638．951．235．2�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．02047．61484．538．930．736．4�B地域子育て支援センター42900．0614．22037．31023．811．6522．1�C保健所・保健センター42900．01668．72170．618．230．725．8�D保育所・幼稚園42900．036．42262．71156．817．035．2表37−4非行相談総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．02590．41228．415．540．929．8�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．01822．41586．8481．251．236．4�B地域子育て支援センター42900．0491．41474．31464．033．7542．6�C保健所・保健センター42900．030．01535．71853．127．334．9�D保育所・幼稚園42900．081．9696．12180．8993．135．2一117日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表37−5育児相談総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．031．21494．71771．336．436．4�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．0604．01709．61310．529．839．1�B地域子育て支援センター42900．02477．61208．012．830．7471．0�C保健所・保健センター42900．03563．0460．720．520．523．4�D保育所・幼稚園42900．01924．81883．816．730．730．0表37−6不登校相談総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．01955．51607．336．440．934．9�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．01648．21648．2624．571．632．5�B地域子育て支援センター42900．0501．71556．11402．633．7511．9�C保健所・保健センター42900．039．11842．91617．519．426．1�D保育所・幼稚園42900．013．0880．51935．01013．534．9表37−7地域の社会資源情報提供総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A，�@児童相談所42900．01167．01771．3859．816．735．2�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．01617．51771．3440．371．640．3�B地域子育て支援センター42900．02692．71044．210．330．7430．0�C保健所・保健センター42900．03061．3911．261．430．723．4�D保育所・幼稚園42900．01074．92201．3644．920．536．4表37−8子育てサークルの育成総数非常に重要重要　あまり要でない必要ないN．A．�@児童相談所42900．071．6440．31965．71433．339．1�A福祉事務所（家庭児童相談室）42900．030．0993．11617．5982．841．6�B地域子育て支援センター42900．03020．4675．610．351．2450．5�C保健所・保健センター42900．02068．01719．924．630．725．8�D保育所・幼稚園42900．0624．51566．41371．939．135．2一118一柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析（OU｝？）　　　　�p叫黍。一邉婁（葺￥塞嚢霞§罐『ゴ魚9懸世9載（瞳民K・騒議e9維嗜　　　　　　　　　　　（Oり｝Oi・）藤eΦ灸鋳ぷ寧βR灸心レニeり華習eI燃入�i型艇其信靱　　　　　（　　　　　　　　　　）望e申　　　　　　　輩幻（蝶繍卓蛆）£箏棒鞭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引湿。ト悩」’♪咽貸灸“�f如題蝋藷蝦eI砥入�i鍵｝‡漣砿　。勧悩⊃韓帥穐P二∩UT砧ハ斜型吐督笹虹　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）剣蒼申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隷繍KbI参閉似鰍蕎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『匹鑑鑑暴轍遷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坦碑藤滋幅女”£曇萸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窪雪柘鯉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坦融談疎寒“窪箏亜・鯉畦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『砦雪弾輕・魁肇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串砂悠誕繊寒”E籠越瞳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『吐鑑型吐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊轟悌一製醍｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E鵠陶姻一塗醍｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊轟暮一長粁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臣巖国禰”資終（Oり｝？）ひ灸卦P月勾楚盤9♪セ」鯉樽如黙蝋ー燃入�i型肇卦莚．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凶『一嬰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏影聖奪督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅奪歯疑鯉帳｝．漫響昏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も蓮e円嚢R8　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ蒼栂e鯉遷R8叫蚤フヘR2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝荏慢e纏華RO一養Rの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝蓮e逗巽Rの塁くRq　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←苞忙e権菜《RN羽遜《R一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝蓮e華R一〜距の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ菅霞モe婆髪庄の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一dめ》φφドodσi…i套白翰　嘱　耶’　　　　颯7　　　　　　　　　　　　　　　日N‘づ　　　一＿；N　　　　　　　　　　　　　　べ　　　　　　　　　へ　れ　　　　　　　　　　　　一1　距　　　距臣》二斡り蒋賄〜皿磁．国（Oリ｝Ol）“灸ヤ悩9喫裾リ噛慕勾ρ心e超楚せ迎皿甑d一　　　　（節磯聖醍｝）制蓮吋（群曝迷．起埋．筆）器麗墨。二拍製V＜旧爬η如難旨．馨肉呼撰悪哩港e‡・盲・掲∴凶　　　　　　（掴鞄回）製寺槍σ二杓製V5鵬り如緯嬉e聾磁。山。二絢製VK扁肩如皿喜｝£皿賦《　　　　　ooO▽ooあト寸σうIoうO葦」　　　　　O濡ooあト誘1σう〇一田　　序嚢・駅較ヨ　諜卓簾ρ勾序　　　　　　　　　　　　塗Φ藤ρ勾卵誓皿　ooI雫の樺善橿凶蓮　Oooのoo−8一ト　　　　　　　　　　。炉悩」麟二璽即悦需」袖噛麗題勺．葦如二麗翼ρト毬り｝軸奪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。ト幌2藩二騒嶋レリ聾梱§置想P悩覇−楚趨シ§p羅ρ娼．二翌勾　　　　　。二杓製V＜d岨力2露樽｝賦む製ゆ前彩纂ヤレ蕎碑．楚魚寵Q煮勉幅岳皿e運e申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。！葛製V鶏翼レQ申り硝垂．粒eヤ悩玉知勺ρeρゆトニ懸翼細即回』リ適胃羅垂竺》o蝿想掻　　　　　　。ノ葛製Vむ○興如02中曲e霧ゆト掴糖．’♪翌2垂e冥即裏申竺即回　　　　　　　　　　　　　　贈帆eP∩慢櫓Uワヘm背　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。悔悩b判⊃冊二醤穐V⊃即始姻回U．9ゆ辺懐箆V紹樹溺鯛e】∩慢櫓UKm胃」e侶ド　　　　　　　。勧桶’萄U心Mヒρ9櫓辺驕ド⊃悩佃邉二R膣UU翻繰ゆ遽U遜疑鴬細蟹ム3農｝柄壷と8Me誌曇轄趣eUのマの一　　N細驕纈蝋ゆ悔腿U絹理ド畑帖M細讐−“勾型吐簗畠把一119一｝QO日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）ぎ申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椿増棒蛆頸悼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弔佃瞳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嗣）塞軽（02？）召ヤ暴e矧燕さ（桶9勾幅悼egPO廻£り憂蒙息相駒ロ難皿怖¢鯉．▽．oっ．Nり【甲O臣　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）遵e申　　．寸　　　　　　　　　　　　　　　ーへ入鎖怖羅｝　　．σう　　　　　　　　　　　　　　　　　　漆繍墨蛭　　d　　　　　　　　　　　　　　　　Kl外入や型肇　　．一　　　（Oり不ーぎ灸ヤPり勾廼餐ゆ二）冥切羅簑ロ難翠Φ鯉一6踵　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二無ニレ⊃　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ’♪レ」　　．一（02？）ひ灸卦桃’ρ」製如ロ難駆¢麟篇鵯羅畢レ櫃串．輔P鮎衝虹O臣。b価⊃チタQゆ紹レニ∩U瀦皿δ畑小　日　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）剣§申》　　　　　　　　　　。’♪層の灸£V刊．倉契ゆ甫膨蹴．類裂鰹e幻“駐国．楚総蝋璽6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。’♪“楚製トゆト嶽（ρ灘ぐ）馴蚕冥”．倉契ゆ灸8韻奪eゆ櫃eρ勾注レ櫃卵e縢，レQ蝿り勾り心に如鞭襲d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。ゆ£り噛甚較ゆト嶽む製ゆ如膨．倉契ρ如P簑幻りゆ←喋邊如罵麿へ1昏ヱミーヤトe駒餐．膨幻Uゆト餐如皐瓜燃螺襲．一　　　　　　　　　　（○りすー）黛食苫耐榊興り芯蝿e勾》二〇2巌e黙叢の膣＜＜＜曜麟簿◎＜＜＜憲昼�M＜＜＜旧超撃瞳��＜Kく旧撒療◎＜＜＜顎嚇郵◎＜＜＜唱園る、遜�DKKく羽肛吐◎＜K＜薦＜＜＜＜（羽）箋蒔6ロく期騨9製槍く｛（和佃ρ餐雑播降）歳荘総　　灌e刃総桜e遵養ゆ£彩蠕聾…証・鼠甚　（卦悩ρ誘如弔りe蓮e岱毯畢・輩・騒・襲心にレま督｝灘レ櫃序Q遡如虫尽」飾刊面暑適盃．“萄「灘叢駆》櫃庫．鯉蛭卵璽ePリリ“想）。’亮製V5鵬Mρロく珊裂e9契腐くー．楚レニeり堵塞曜．契悩。二掬製V≦輿”如「2　．楚誤ザ♪雑二。二杓製V＜d糎”如無血鐸り層幻勧題嚇肇楓．■》二e2冥卸冥申皿鳳【礁。ト悩」二終灸心興レニ○旱勲箪巡．轟楼獄e　．）二鴇り了然入斜繁導尊羅鉱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。悔悩⊃’♂タQ心穐】3∩U葭翼細饗黙拙論皿芯�q小・型咲杯田ゆむ穐UTいハ製越畦均蕾梧嘱oo．口120》．eっd．一軽（）壁虫盲e剣蒼さ．Ψ6d．一糧（）襲聖§e週蒼申◎》めd．一懸（）麹蝦蕊e望e申◎．Ψ．�pd．一襲虫殴灸的◎．マ．�pd．一璽羅。。◎》6d◎一襲虫暇灸。鰹一◎．｝．eうN．一（鑑撃垂毯環桜嶽酬灘余籠最麺掴　　　　　　　　　　　（Ou噛？）。’亮製V膨ぐ岡PO如鑑墨ゆト罰樋レニ○り遜馨曝翌即虞申ひ灸ト悩二）」綴2心舶e勾如潜無墾e扁」ー．価P樽蓮皿磁寸匝（（（　　　　一り5尊障5ぎ申　　　（籠K）畢e鯉世粁　　”鑛）蘇Φe刃藝匿”置）襲Y瞭¢e幻藝轍名　　　　　　　レ鞘黒＿；d‘づ｝u自（Ou｝？）（菌嚇蚕eー亀入製鯉肇奪轄）題凄e癌。。−N臣嚢罧Hめ　藝蝋遇》　嚢毯．の　嚢鯉坦d　藝蝋運　．一（○想？）罫理匝N西踵柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析　　　　　　　　二冬息鉾．oo一　幻りゆ甚りり蛋�r誉馳麩蔑d［運畢ρト毬29ρり抽6・慧隆，三　　　　　縦畢ρ←謎巳認‘．N一　　　　　　　　墨皿載魍照d一　　　　　　　選密患型．。o　　KムムK聖権・個降レ櫃卵φ　　　　　　風需〜釧O罵》　　　　　遷ρ罫圏・・蟻．No（　　　　　　　　）剣蒼申．ト一羅箪ゆト麩り噛型肇丘，奪釧蒼蛋櫛、申白　　　　　　運撃ゆト駆りF肛怖歪　羅犀�苑A以塞・遡輿・健魍．＝　　　　　慨謹糠e妄レ櫃序6　　　刃”ρヤ毬り萄Ee湘類掻。卜　　　　　讐毬卵環・瞳藤φ　　　　　　　梅懸・むOj．σう　　　　　　　　糊緑・紅撫．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oり噛el）ひ灸苫慕幻魯心e慈楚eヲ蕊ρ曜）」刃縞招、ψ心e禽叢二》盆養螺乗−砥入�i製帳｝甚」畢緻三窪　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）剣蒼申　．切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ回9　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V鰹嶺羅罪刊瓜回頃　．。う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ£誕彩騒距e回寸〜の　．N　　　　　　　　　　　　ゆ£簗P羅畢e回N〜州二契二製婁繋e毬運剣亭幅爵　．剛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（○り噂oI）　黛飛トシ蕊簑ege二�@Ve勾楚麟回ρト牒り羅睾e9喫櫓翼毎P・褒り緩皿喬馨塞皿墾旧望霞（　　　墓厘　φ　　　超軸岳　め制虫鉢炮轟4、　．寸　　　蚤藷｝轟・で　．的整Q〜ぐう）　　　　　蝦蕎　d鰹N〜O）　　　虫輩些　．【。・亮製Vb製爬ON如曖群二輪ρ嗜、魂心eφ勾串ρ妻幻餐e羅睾N一匝　　　　　）剣蒼申　　　　　携ー外入や踏似レ権庄藝　　　　ロ．額e督に　　　　　轟締炬　　　　　蝉号マ　　　　　　蛭肇oo�@〇一；dζづづ　　　　　　　畢趣璽睾掴翼）睡燃，葺壷　認畢紅癒・顛嘔榔裡榔　　　　　墓駆馴虫　　　　嘔鄭蟹“・胡　　　　　く終ρ勾卵　　　　　　　鞍翼｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二切製Vレ」ム入心只如遷繍志魍レ」幻嚢睾．禍黛槍粒egPoに如燃蝋り養刃認皿繭虫罎ゆ墾ゆ’嘉鋸塗壷）．褻V曼§婁輪．馨馨嚢垂一d6》φφ卜：＝臣o　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）還e申　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綴レ」刃総姻雇製　．Ψ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心に粒制匝（制）塞暎藤｝匝　。。っ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羅回肯后馴り壱嚢製　。N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρニレo卜濡【壇　．一　　　　　　　　（0り｝？）ひ灸ト悩二）O無り不桶e勾輔｝『一重e入m偽』1てlK　　　　　　　　　　　　．口口］蚕　　　　　　　　　　　　　　。（V些如禰無麺）二鞠翼VK麗月如麟回劃｝題e（群トよぺ虫櫃・鍵嶋虫櫃）鍵塑ゆ々」幻攣拭如ト騨」．）二稗り謹肚一e遡肚N【遷降（Oりすー）黛揖P繕畢e勾楚eρ二輪ψ畷e劇灘採レ晋e蕗幅e回世．逆膨ーへ入斜震い‡に甑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縦畢漆　．m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘回乾縫　，N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　距総灘　．一回回回　　　（　　（　　（興興　　　）剣ζ申．》’♪雑二）oにり｝鉾．。うゆノ♪レ倉虚偽如皿酬｝罧一，N　　　　　撒邊，一　　　　罷皿乾鞭のよ麗　　　　　　）廻蒼申．》　　　二雑ニレo卜胃噛鉾．O暇　　ゆニレ倉報四如皿拙｝駅』．N　　　　　　　鼎曇．【（和無踵捻簾）罷皿亟旧Nよ臣　　　）翌e申》二雑二）oに息鉾．oうゆ二》倉奏如皿塑毬d　　　　　撒蚤一。一　　　　繕畢踵懐一よ匝　　　　　　　　　　　　　（Ou｝♀）。’亮製V醒麺填レニOり黛即虞申縦回撫｛闇．罷皿乾縫ひ灸ヤ幅二）」撮P螢始心蝿e勾如罷照）櫃庫．価Pl外入や型醍尊莚蝋。一�@麗　　　　　　　　　　　　　　　匪一121一卜臣日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（QO（Oりすー）　　黛奪サ♪レo愚刃る、昼簑月勾楚眞諒悩皿皿。　　　　　　　　　　）　翌e申　》　　　　　　　　　ρニレ」舞　　．eう　　　　　　　　　　　咀爺型迷　．�p　　　　　　　　　曝雪伸蛆細駅　　．一、謎ρt甑如漏畢ρ赴練2罰罪適φ勾串　O醒》．σう．N．一奄如謹餐6，マ．eうd．一羅畢◎》。oodり一単置二雑〉畑．寸3雑9悩槍．ぐっゆ槍り属製dゆ£V桶，一野e冥卸冥申　　　（Oり噛o・−）。’ゆ絢製Vレぐ魍レO如中曲“穏如蟹繭断ρト都榔鱈レ’⊇Oりり皿“悩ジ3飛灸心翼如畢eレニOu噛懐較eKー尽e鈴ムヘム鳳賛．迦魎ψ勾序�@肖距　　　　　　。b悩⊃チタQゆ穐】二∩U腫演e⊥心）b耗・ゆ魎ρ割序．雰（　　　　　　　　　）憩e申　　毬運誌皿乾縫e醜鰻e稗e二　　　　嘔榔刺霜｝柑・虹榔刺虫　　　　　　　　嚢諮禰豊　　　　　　　轟似脛釧宙　　　　　　　　　　　韻　　　　　　　　　　　藝　　　　ー外入墨似レ櫃串藝　　　　　　　　　　　藍瞳　　　　　讃⊃塗雲幅照畑虫　　　　　　　　　　　　奪　　　　　　　　　　毬叢圏e◎◎�D◎◎∈）��◎�H��◎藝（　　　　　　　　）剣蒼雨製照刺駅牒）志総蔀唄蓮　　　　　　　塞駆く寒　　　　　　　壽畢刺虫　　　−然入�iム1終事寒　　鯉駆に緬・姻畷漁舞　　　ー砥入斜卓簑瞳章饗　　　　　　　墨昇藤　　　　　　　　　　徽沸e��◎＠＠������◎牲響に〈霧〉eρ二禽飛9£寧勘史刃過eρゆ’♪レ」只亜欝V桶鑛灘藝に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈舞回V　　　。’♪掬製V詣幅勺如中胸U琵回9雑2b麹碑彩幌Ooう冥和冥申O灸牲蛋．醤塁歯にe聾如eρ（’壷簑談ρト煙演UKー姑）o£⊃只磐）二繧O懸」紬簑搭則e刃類．塁ゆeト蚤“灸七eρ雑（桶e勾楚（談e杣ヤ毒）題萎e繋饗刃匪鍾e餐。〇一霞（卜　　　　）剣蒼申匪運・喧量墜毬蓮な毬運・咀湿迷謎置　握選・喧疑麟　置運・咀箏伸蝉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oり“？）ひ灸卦Pり勾慧駅輩潮ρ醒榊幻團類灸ど題慰埣潜奪U遺契Vノ♪レ」蝋択如〔醗幅繕畢レ櫃串．》⊃嶋り｝！無入斜鯉肇奪」惟一Nρうr了しΩ卜【。ゆ桶⊃3回紹】二∩U｝響M匪選姻警郡遇“　＞　　　　　　　燃誘誤燃蔀e型e申　　　黙蝋e締径と懲魑e羅畢・塾　（和釦如肥鞭）難毎．糖蘇・墾　　　　　　　　　　　　縦皿誌鞭　　　（和釦如羅濃）　輩旧・灘犀　　　　　　　　　　　　総課襲燃蝋ρ£毬り｝鍵悪．團志e羅畢・艶｛一；Ncづ》ロ5φ卜：（）　週σう駅（）　坦N蕪（）　坦【駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。’♪絢製Vb遡爬e。っ摯馴如eρゆ冥£曲、ツ・μ曝O婁か乗罪厭陥蝋．ρ“e燃蝋契⊃醤蓄霊、e儲」−ひ灸ヤレニ幅ρ畷終罵羅（暫謎2燃掘e勾．如蝶製耐榊如余憲躍抽遜蝋e興萎le蓬咽e董峠菊廻凶碧ゆむ翼り遜麟峡年由　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）翌e申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ腐粒＜−楚珊廻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ£駅一如知国柘》o桶2皿脳宍冠溜囎皿輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q強t甑終唯璽送期卑．）D栓り｝選，圏｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q典む甑終曜謹送e珊饗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沿昼那国か食騒吐製む甑り｝犀畷如Kーもe申勾並側余「一題e網匝（制）塞肇　　　　　　　（○巳？）ひ灸昼悩ニレo妻り芯桶e．）二Qり諦理eKl娼難ゆト匪り穗皿撫）櫃廃・鯉瞳庫由。一臣一idめマiしΩoヨ匝。b櫛チタQ心】3∩U壽粁鳶（刊）爬繍罐｝≧一122一柏女他：市町村保健センターの運営及び子育て相談活動分析〇一　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）剣蒼申　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’♪層蝦二ρ幻史無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ甫彩毅弊雑魚十粍　　　　　　　ゆニレ不袴如毯S諸騨ρ槍．終ゆ£価諒り刃妻余十降ゆ二Pj翼暗如O血皿e巌粁喫」躯巳お皿灘慧帳｝串由eI無入や製醍零毫　　　　　　　（○り｝oI）」屡瀧り芯桶e勾細覇枢レ櫃序’亮製Vる遡無公製？如eρゆ桶樋P腐ひ灸ト幅二V．奮筆峠導由ρ桶り噌−燃入や鯉迷＃量モe担昭偶ミ瀞£一4c＼ユ⊂》》守u◎マN距　　　　　　　　　ノ♪冬り噛糞．oo一（　　　　　　　　）翌e申．ト一　刃りρ甚り｝奪�r誉節護φ【繕畢ゆ甚2談｝薫葦望e舞卸．。2羅畢ρト駆り5ρり如6・轟障．三　　　　　　運犀ゆト毬り蒔症内望　　　　　　灘畢ゆ昼駆ソ譜邑白　運睾巾甚2巽・坦軽・龍適．＝　　　　　　　　羅皿歯梶轍φ【　　　　遽捻e妄）櫃序d　　　　　　　　選蓬羅．。o　　　刃Uゆト毬り萄巨e却独益．卜　　　KムムK蝦掴・侭民レ櫃卵6　　　　　送毬串緊・送毬濤ご　　　　　　箪莚釧ρ轟．瞭　　　　　　　櫃藩・むoj．ぐう　　　　　鐸罫幽・麺d　　　　　　　　遡細・権撫．一　く舞回V｛果唱翻箪V二P⊃∈繧如袴輿9督”飛−砥入や．巡¢��褻楽畢ゆ二膨茜さ餐）冥K如R築ー外入�i．姻賢��　　襲ρニレ荊レ」暴聖”嚢い務撃り噛榊騒、肝園◎　　。’葛製〉5鱒リリ蘇轟回．9雑り蕎甥興oトQー宴雨冥申心る仔eeρ裂⊇酋｝暴極，レニO旱（◎）�l余羅箪yβ」超漁如必覇9爵顎−然入�i．灘愈．（＠）蛍魚罷匝窩ニレ茜帳9崎》冥K如R簑！鳳入や製悩、（e）・褻ゆニレ荊》⊃暴聖｝聲｝寵罪り噛髄脳．錆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。悔悩⊃’♂タQ心紹》二∩U罐鰭e羅堆蚕伴鯉腿鎌騨ハb蔭傾9岩−略ハ製越墜簗宙にe巡Φ。N麗．掌、］，□�@　　（　　　　　　　　　　　　　　　）翌e申　φ　　　　　　　　　　　　　　　櫃麟・総杓・崇　．鳴　　　　　　　　　　舶型・眠潔eムヘムヘ賛・詑艇　．▽ムー妊ヤ枢ーn．な駆．基鯉州嚢蒼K』1全羅墾喋評憲遡　．m　　　　　ムー鶴ヤ枢ーne鳳入ヤホー屑・へlbゐへ皆　．N　　　　　　　　　　　　軸繧ゆ結2堅関孫　．一　　（eI嘉鮨冥申）“灸ヤシ食灸二讐琶校e灘ぐ．鰻幅ひ灸ヤpeρ雑心桶e勾禁恥尊e担窩el外八羽型送‡言提甑ゆ繋リヱヘム鳳醤盛遍φ勾庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉雑灸匪　　．▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二層灸匪9栃£　　．の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V匪V舶　　．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V奪．頽　　。一　　　　　　　　　　　　　　（0201）い灸ヤP眠穽層心桶e勾鍾型置eへ綴“縮鰹尽諦貿o幌蘇養譲蕊｝謹）恩入ヤ県−醒・へi心ニヘ礁ゆ赫遜り重毎e々廻（　　　）翌e申　　　　　駐函　　　　　謄黙　　　　曜甚迷　　諦坦柘蛆“翠　　　甑債【黒醒弓、唱櫃吐・虹塾畑虫　　　匠一需蛆馴虫一NOりマ頃oドodの−喬臣（OUOl）ひ灸ヤ）耀楚響£融ゆ層幻白、丑eへlbムヘ瞥N−a盟（　　　　　　　）呈e申　　　　　　　　轟　　　　　　　毬藩　　　ー紙入�i型吐も・莚　　　　　　踵総部津蝉　　　　　　譲等伸蛭慰配（ね如如旧h最肇）薯伸蛆融虫　　　　　　墓箪蟹“一d6》φφSoδ縄臣へeー如eρ愚州）伊灸←悩二》o縫ヤd、任灸匪蓮無“桶e勾　一∴N麗　　　　　　　　　「犀§　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍　．一ぴ・食も｝幌9霜養へーレエヘ妊司婁柵瀟型9勾庄e鰍帽煙．楚U骨｝鯉皿砿　一N臣一123一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集N一。爬⊃悩二約U心M為9総R膣匂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。二絢製〉仙細翼2田皿力の喫⊃拶蔦勺顎勾瀞駅額勺．》二Qu頓9槍e罷駆レ掴卵el然入�i鯉喋嶺毫Oeっ匝でーσり1甲一》あー�k一ΨあINI噸》占占−一マあー�pー一マあ占−飼であIeq∴一・�k�p∴（　　　）剣蒼申ずあ山−一マの占−一Y�k甲一｝あ1偶−一マoう山ムマあ占−一マー“う占∴下のINー一國馨・餐紅廉マあ占−一｝あ占ムマあ占−一マあ占∴▽あ占∴守あ占−一マあ＾ー一であ山∴　　　　　　　　　9へ入や型送＃健・蚕砦》あ山ムマーoっー�pムΨあ占−一マ�h甲一▽あ占−一7ぐう占ムでー？NI一》あ占ー一1へ入越枢レ拠呼箋寸あー�p1一寸あINI一7？�p1口マあINI一》1�kNムマあ占−一マあ山−一Y甲�pム製駆薫）　　　蚕謹津鯉▽あINI一7？甲一マあ占∴▽あINム下？eqー一▽あ占−一マあ占−一マあ占∴蓬藻塑楼櫃eミヘー争レ櫃卵　　（�S　　迷選一騒“箔蒼藝　　（卜繕畢舞に　（O繕駆駅櫓（ゆ羅摯卜症応（》奪舞巴（。o　羅鰹龍麺・蝋融　　（。q　　　　　　’♪妻儲、司．寸’♪雑P概楓9悩甫，の　厭倒．�p　蹴劇リψ粧株．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く竃ごV。’葛製VレむO如O冥卸冥申”垂e拠P慧寸e慧．如翼閣畑e申り菊M皿轡e」−誉だヤや耐榊揖刃ゆ槍レ闘田諦蒼勾竺亀仙マ心罫飛藝e冥熊冥申．価P二〇り繭Ke魍似）櫃窓F誉。N匝．のーマ．的．N．一（　　　　　　　　　）剣蒼申��め．｝．O．N．一撮ヒ魯皐凶ヒさり忘に墨里刺蝦（もレてト◎−の》．Od．一綴ヒ養塁圏必eK』1争観娼◎．ゆ。》．�p．N．一　　　　　　　　　　　　　　撮ヒ硲這モ凶楚yさり碁に当董刺蝦馳亀簗輩・に株琢轍蝋�D−ゆ》。oうd◎一綴ヒ昏霞モ凶楚督に卓蛭繋9幻6◎め》．�pd．一撮象誉モ凶価p’さり喜に刻亟刺虫鯉苞め》．oう．N．一撮ヒ廷塁凶誇e霧櫃姻越壷送eに賢∪ゆ櫓粒罰螺貯　　二雑“菅罰掴9悩甫　　　ノ2愚駅’♪ヂ刃Φ尋勾ρ£P慈辻蘇　ρ£や罰燭　　　　　　　　　　　　　。二杓製Vb麹翼勾製O10灸岳e．ゆ〜．一嘉雨＃申レニ○り西轡e�D9。◎黛§耐榊斡り不桶e勾》・さり萄”ρ卦綴レo愚幻量ザ寧蓮凶如K』1参一誓審e慈．鰹ぐ。昼悩ヲ謄翼レ’♪○り属9担e【一難｝撮幕蛆鍔咽虫。。匝コ（　　　　　　　　　　）望e申．卜　　雲獄学餐ゆト燧2搬醒白畑潔．O雀緊・餐ゆト毬2へ−応ミ辛ふーヘめ　嬰糠帽・響取ゆト駆り｝鳳入黙や入心紋．▽　　　　　　　営、慈・餐♂罫圏．。う　　　よ、遂・麗最ゆト毬り｝型肇藝．N　　　逆、專・震ゆト毬り一型肇庄由．一（）　樹訂搬　　（）　週e団駅　　（）　週一蕪　　　　　　　　　　　　　。二絢製Vる跳翼eoっ週馴如Gρゆ虞（雪帥、幻麟。灸ヤ）eρ雑心桶e勾判塑浪牟蟹ゆ冥の£餐り｝（引）喋蓮畦げ｝£製Vニレ」鄭似P嚢如》櫃庫卜N麗　　　　（蕊e裂余，齪牌e『5藩藩　　　　　　　　　）憩e申．輩連．型吐る藤＃裳世凶幻蝶塵掴購　　　　　　　　蝋襯e過葭　芒題e蜜理e剣蒼申K奪e議孫　　翌魑e爺e刈虞羅漏．距連　　　　　　獣択e虹く．韓＜＿1ひ」6》のo（）　遡の搬　　（）　學N駅　　（）　遅一蕪　　　　　　　　　　　　。二拘製Vb麹興eoっ週→如Sρゆ冥会曄刃鄭網。石ヤ）eゆ費心蝿e勾輔菊りゆ冥鞠刃儲、蛍uT転入羽望送転毫げ斎喫y⊇》」鰹抵P藝細》佃序　　逃ぐ　　担藤（　　　　　　　　　　　　　　　　）琶e申継鐙爵叢鯉ゆ並挟U認臣郵伸聾eρ勾串e舞囮、衡曝　　　　　　　　　濃餐亜雛←ゆ£毬2レ櫃卵　継譲線癖e勾瀞撒適ρ勾庫ゆむ鴇り萄層撒嚢　　　　遅鐙ゆトK奪り｝密羅租2潔勾愚撒樋ρ勾串　　　　　　　　　　　紐嚢亟謄奪噂eρ喫緊　　　　　　　選選螂似鐸契」刃自、昏細驚牒　　　　　　　　　避鋒攣岳eへ1応ムヘ藝。二杓製Vb遡翼○トeーレ’♪eり嚢卸冥申（も「鰹ぐ』喝「廻野一ひ灸ヤ栃9雑u燕榊興刃ゆ庵）杣てゆ雑ツO甚嶺継運愚心舶e勾楚レρ幻望裂ぼe巡ぐ．翼悩“灸ト拶⇔⊃薦窟⊃刃・d昏如遅運雑心桶e勾担略．判｝，蝦蒼−黙入斜製肇甚羅e倉製yρ」踏似駒嚢如）櫃串一N6》めφ卜ooON麗のN臣124一

